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条
　
　

例

◆
宇
土
市
行
政
手
続
条
例
の
一
部
改
正

　

行
政
手
続
法
の
改
正
に

い
、
条
例
を
改
正
す
る
も
の
。

ừ
主
な
改
正
内
容
Ử

・
行
政
指
導
を
行
う
ࡍ
、
ࠜ
ڌ
と
な
る
法
ྩ
の
条
項
、
要

件
及
び
当
該
要
件
に
適
合
す
る
理
由
を
相
手
方
に
ࣔ
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

・
行
政
指
導
の
相
手
方
が
当
該
行
政
指
導
が
法

ຢ
は
条

例
に
適
合
し
な
い
と
思
料
す
る
場
合
に
、
そ
の
中
ࢭ
等

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

・
何
人
も
、
法

ຢ
は
条
例
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
場

合
に
、
そ
の
ੋ
正
の
た
め
に
さ
れ
る
べ
き
処
分
ຢ
は
行

政
指
導
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

ừ
施
行
日
Ử

・
平
成
27
年
４
月
１
日

◆
宇
土
市
廃
棄
物
等
の
減
量
化
、
再
資
源
化
及
び
適

正
処
理
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

事
業
ܥ
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
ൖ
及
び
処
分
に
係
る

指
定
ା
に
関
す
る
事
務
を
宇

広
域
࿈
合
か
ら
ঝ
継
す

る
こ
と
に

い
、
条
例
を
改
正
す
る
も
の
。

ừ
主
な
改
正
内
容
Ử

・
ӈ
記
指
定
ା
の
金
額
（
手
数
料
）
を
10
ຕ
あ
た
り
１
，

０
０
０
円
と
す
る
。

ừ
施
行
日
Ử

・
平
成
27
年
10
月
１
日
（
ط
に
宇

広
域
࿈
合
に
よ
っ
て

作
成
し
、
ߪ
入
さ
れ
た
事
業
用
ご
み
ା
に
つ
い
て
は
、

当
市
へ
の
手
数
料
の
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。）

◆
宇
土
市
防
災
会
議
条
例
の
一
部
改
正

　

自
主
防
災
組
織
等
を
構
成
す
る
者
ຢ
は
学
ࣝ
経
ݧ
の
あ

る
者
を
委
員
と
す
る
た
め
、
条
例
を
改
正
す
る
も
の
。

ừ
主
な
改
正
内
容
Ử

・
委
員
に
ӈ
記
者
を
充
て
る
も
の
と
す
る
。

ừ
施
行
日
Ử

・
平
成
27
年
４
月
１
日

予

算

◆
平
成
26
年
度
宇
土
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
７
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
億
９
，
７
６
９
万
８
千
円
減
額

し
、
総
額
を
１
５
０
億
７
，
６
４
７
万
１
千
円
と
す
る
。

主
な
も
の
は
、
社
会
保
ো
・
税
番
号
制
度
導
入
経
費
、

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
繰
出
金
経
費
の
増
額
補
正
並

び
に
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
事
業
の
減
額
補
正
。

◆
平
成
26
年
度
宇
土
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
５
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
億
２
，
３
６
０
万
４
千
円
増
額

し
、
総
額
を
４９
億
７
，
８
９
３
万
３
千
円
と
す
る
。
主

な
も
の
は
、
ྍ
ཆ
給
付
費
の
決
算
見
込
み
に
よ
る
増
額

補
正
。人

事

人
事

˗
人
権
༴
護
委
員
の
ީ
補
者
の
ਪ
ન
（
任
期
３
年
）

　

∁
　

ݡ
治　

ࢯ
（
新
任
）

平成27年 第１回定例会
ɹୈ̍ճఆྫձΛ�月�日͔Β�月1�日·Ͱɼ17日ؒͷձظͰ։͠࠵·ͨ͠ɻ
ɹࢢఏग़ٞҊͱͯ͠ɼӉࢢհޢอݥྫͷҰ෦վਖ਼ͳͲྫؔ17݅ɼ平成27年Ұൠձܭ༧
ͼঝٴࠂҊ݅̍݅ɼઐܾॲͷใࣄҕһީิऀͷਪનʹ͍ͭͯͷਓޢ༴ݖ1�݅ɼਓؔࢉͳͲ༧ࢉ
ೝ�݅ɼͦͷଞ�্͕݅ఔ͞Εɼ͍ͣΕݪҊͷͱ͓Γܾఆ͠·ͨ͠ɻ
ɹ·ͨɼ平成2�年ୈ�ճఆྫձͰɼܾࢉ৹ࠪಛผҕһձʹୗ͠ɼดձதͷܧଓ৹ࠪͱ͍ͯ͠·͠
ͨ平成25年ͷҰൠձٴܭͼ֤ಛผձܭͷࡀೖࡀग़ܾ݅�ࢉΛೝఆ͠·ͨ͠ɻ
ɹٞҊͷओͳ༰Լهͷͱ͓ΓͰ͢ɻͳ͓ɼܾٞ݁Ռ1�ϖʔδʹɼ֤ҕһձͰͷ৹ࠪ༰ɼ
1�ʙ1�ϖʔδʹ͍ͯ͠ࡌه·͢ɻ

平成27年༧ࢉ૯ֹɹ25�ԯ2�1�ສ�ઍԁ

˞֤予算の（　　），平成26年度ॳ（֨ࠎ）予算額

一般会計　　　　　　 140ԯ8000ສԁ　　　（132ԯ9000ສԁ）
特別会計（７会計）　　91ԯ8944ສ3ઍԁ　　（84ԯ3781ສԁ）
875業会計（２会計）　　21ԯ5اສ5ઍԁ　　（23ԯ2032ສ9ઍԁ）
業会計，収ӹ的支出と資ຊ的支出の߹計ا˞
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平成27年 5月 15日�

宇土市հޢ保ݥྫのҰ෦վਖ਼

第６期（平成27年度から平成29年度まで）

　介護保険事業計画の策定に当たり，当該期の介護

保険料を定める等のため，条例を改正するもの。

【主な改正内容】

　次の表のとおり介護保険料を定めるものとする。

【施行日】

　平成27年４月１日

̍ɽอݥྉج४ֹ 単位：円

新 旧

67,920 60,720

̎ɽஈ֊ผอݥྉʢୈ̎ୈ߲̍ʣ 保険料年額の単位：円

新 旧

号数 対象者 保険料年額 対象者 保険料年額

第１号

○生活保護受給者
○老人福祉年金受給者で住民税非課税世
帯の方
○世帯全員が住民税非課税で，前年の合
計所得金額と前年の課税年金収入額の合
計が80万円以下の方

30,560

○世帯全員が住民税非課税であって老齢
福祉年金受給者
○生活保護受給者

30,360

世帯全員が住民税非課税であって，合計
所得金額と課税年金収入額の合計が80
万円以下の方

30,360

第２号
世帯全員が住民税非課税で，前年の合計
所得金額と前年の課税年金収入額の合計
が８０万円を超え120万円以下の方

50,940
世帯全員が住民税非課税であって，合計
所得金額と課税年金収入額の合計が120
万円以下の方

40,980

第３号
世帯全員が住民税非課税で，前年の合計
所得金額と前年の課税年金収入額の合計
が120万円を超える方

50,940
世帯全員が住民税非課税であって，上記
以外の方 45,540

第４号

世帯の誰かに住民税が課税されているが，
本人は住民税非課税であって，前年の合
計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円以下の方

61,120

世帯の誰かに住民税が課税されているが，
本人は住民税非課税であって，合計所得
金額と課税年金収入額の合計が80万円
以下の方

54,640

第５号

世帯の誰かに住民税が課税されているが，
本人は住民税非課税であって，前年の合
計所得金額と前年の課税年金収入額の合
計が80万円を超える方

67,920
世帯の誰かに住民税が課税されているが，
本人は住民税非課税の方

60,720

第６号
本人が住民税課税で前年の合計所得金額
が120万円未満の方

81,500
本人が市町村民税課税で，前年の合計所
得金額が190万円未満の方

75,900

第７号
本人が住民税課税で，前年の合計所得金
額が120万円以上190万円未満の方

88,290

第８号
本人が住民税課税で，前年の合計所得金
額が190万円以上290万円未満の方

101,880
本人が市町村民税課税で，前年の合計所
得金額が190万円以上の方

91,080

第９号
本人が住民税課税で，前年の合計所得金
額が290万円以上の方

115,460

ピックアップ
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˗ฏ��年宇土市Ұൠձܭॳ༧ࢉ（֓ཁ）
予算総額は140億8,000万円で，前年度当初予算と比較すると，金額で7億9千万円の増額となっています。

費　目
（歳出概要）

予算額
（単位：千円） 歳出の主なもの

議 会 費 207,848
(196,381) 議会運営に伴う経費

総 務 費 1,539,299
(1,381,891)

地方バス路線維持対策事業経費，まちづくり活動支援事業，情報管理費一般経費，新
電算システム経費，家屋全棟調査実施事業

民 生 費 5,668,930
(5,653,680) 保育所運営費負担経費，生活保護扶助経費，障害者福祉サービス事業

衛 生 費 911,956
(857,446) 乳幼児学童定期予防接種事業，がん検診等各種健診事業，廃棄物減量化対策経費

農 林 水 産 業 費 763,769
(507,031)

果樹園芸振興一般経費，農地・水・農村環境保全向上活動支援事業，農業基盤整備促
進事業，

商 工 費 369,701
(364,991) 中小企業等預託融資事業経費，住宅リフォーム助成事業，ゆるキャラＰＲ事業

土 木 費 1,173,655
(563,151) 道路維持一般経費，地方道路等整備事業経費，橋梁長寿命化事業経費

消 防 費 532,556
(538,126) 消防団経費，総合防災訓練事業経費，避難路整備事業

教 育 費 1,174,498
(1,185,704) 給食センター施設整備事業，少人数指導対策事業（小・中），就学援助経費（小・中）

災 害 復 旧 費 12
(12) 災害復旧事業

公 債 費 1,717,775
(2,021,586) 元金，利子

諸 支 出 金 1
(1) 普通財産取得費

予 備 費 20,000
(20,000) 予備費

※各予算の（　　）内は，平成26年度当初（骨格）予算額

ฏ��ୈ̍ճӉٞࢢձఆྫձɹදɾҰൠ࣭問Ұཡද
【ද࣭問】
発言順 氏名 質問事項（大項目） 掲載ページ

１ 政෩会
野　口　修　一

とࣾ会資ຊڥ（1）
（2）地域と産業
育てと健康ࢠ（3）
（4）生֔学शと学校教育
（5）ଟ文化理解とஉঁࢀ画

５

２ 宇土ɺΈΒい
樫　﨑　政　治

（1）ΈΜな͕҆৺ʂΒしをकりࣗવをकる·ͪͮ͘り
（2）ΈΜな͕ؾݩʂ健康で҆Β͗の͋る·ͪͮ͘り
（3）ΈΜな͕๛͔ʂ๛͔で͋ؾ׆;Εる·ͪͮ͘り
（4）ΈΜな͕ศརʂշ適な生׆を支͑る·ͪͮ͘り
（5）ΈΜなで育Ήʂ౷と学びにँײの·ͪͮ͘り
（6）ΈΜなで実ݱする·ͪͮ͘り

６

【一般࣭問】
発言順 氏名 質問事項（大項目） 掲載ページ

１ 平　江　光　輝 （1）業政策
（2）公民ؗの׆用について ７

２ 柴　田　正　樹
（1）ਵ意ܖについて
（2）宇土ऴ処理場及びޱށড়化ηϯλーの業務委託について
後の運用方についてࠓ（3）

８

３ 嶋　本　圭　人 （1）༗໌ւ再ฤについて
（2）地区の排水処理計画について ９

４ 藤　井　慶　峰 （1）い͡め防止対策，人権教育及び໋の教育について １０

５ 芥　川　幸　子 （1）一般廃棄物処理計画について
（2）認の国Ոઓུとզ͕·ͪのऔり組Έについて １１

６ 中　口　俊　宏 （1）教育行政について
（2）҆全・҆৺ؾݩな·ͪͮ͘りについて １２

７ 山　村　保　夫 （1）ථ率্について １３

８ 今　中　真之助
（1）ථ率Ξοϓについて
（2）ແށ੶者について
（3）市民ମ育ؗのωーϛϯάϥΠπ（໋名権）について

１４

９ 福　田　慧　一
育て支援についてࢠ対策とࠔどものශࢠ（1）
（2）文化財の保ଘ，継ঝと·ͪͮ͘りについて
（3）業，定ॅ問について

１５
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ද࣭

平成27年 5月 15日


෦
׆
ੑ
Խ
ỏ
࢈
ۀ
ҭ


ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

宇
土
市
の
西
部
地
域
は
、
加
速
度

的
に
人
ޱ
が
減
り
続
け
て
い
る
が
、
今

後
ど
の
よ
う
な
対
策
を
考
え
て
い
る
の

か
。

答　

平
成
27
年
度
中
に
「
宇
土
市
൛
ま

ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

生
総
合
ઓ
ུ
」

を
策
定
し
、
地
方

生
に
つ
な
げ
て
い

き
た
い
。
農
林
水
産
業
従
事
者
の
減
少

対
策
で
は
、
ア
サ
リ
の
෮
活
を
目
指
し
、

県
と
協
力
し
、
෴
砂
・
ׯ
ׁ
ߞ
運
・



ࢄ

な
ど
の
事
業
を
行
う
と
と
も
に
、

市
ಠ
自
で
も
調
査
ݚ
ڀ
を
実
施
し
、
ア

サ
リ
が
生
ଉ
し
や
す
い
環
境
整
備
に
取

り
組
む
。�

（
市
長
）

࢈
ۀ
ͷ
׆
ੑ
Խ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

宇
土
市
内
の
企
業
が
県
内
外
の
企

業
と
࿈
ܞ
し
た
り
、
新
た
な
Ϗ
ジ
ω
ス

を
起
こ
す
人
ࡐ
の
育
成
を
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
宇
土
市
は

産
業
活
性
化
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
取

り
組
み
を
考
え
て
い
る
の
か
。

答　

こ
れ
か
ら
の
行
政
は
企
業
࿈
ܞ
を

支
援
し
、
企
業
は
行
政
を
支
援
す
る
関

係
を
ங
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。「
地
方


生
関
࿈
事
業
」
の
ਪ
進
に
は
「
企
業
」

と
「
行
政
」、「
企
業
」
と
「
企
業
」
と

の
࿈
ܞ
な
ど
、
出
来
る
こ
と
か
ら
産
業

活
性
化
に
つ
な
が
る
支
援
に
取
り
組
み

た
い
。�

（
市
長
）

݈
߁
ͱ
ࢠ
ҭ
ͯ

問　

厳
し
く
な
る
自
વ
環
境
に
合
わ
せ
、

加
え
て
高
ྸ
者
の
健
康
維
持
の
利
用
の

た
め
の
ス
ポ
ー
π
施
設
改
修
を
ど
う
考

え
て
い
る
の
か
。
ঁ
性
が
「
地
域
の
中

で
ࢠ
ど
も
を
育
て
て
い
き
た
い
」
と
思

え
る
よ
う
な
ࢠ
育
て
支
援
の
更
な
る
充

実
に
つ
い
て
ਜ
き
た
い
。

答　


ࣹ
式
空
調
γ
ス
ς
ム
導
入
の
市

民
体
育
館
は
、
Φ
ー
ル
γ
ー
ζ
ン

え

る
施
設
と
し
て

ධ
を
得
て
い
る
。
ま
た
、

高
ྸ
者
の
健
康
維
持
の
た
め
、
各
地
区

の
社
会
体
育
施
設
も
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

し
、
ス
ポ
ー
π
を
ָ
し
め
る
環
境
を
整

え
て
い
く
。
ঁ
性
が
ಇ
き
や
す
い
環
境

づ
く
り
は
、
待
機
児
童
解
ফ
や
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
の
整
備
が
༏
先
課
題
で
、

現
状
と
র
ら
し
合
わ
せ
対
応
す
る
。

�

（
市
長
）

地
域
文
Խ
ͷ
ҭ

ỏ
ྺ
࢙

ͱ

ใ
教
ҭ

問　

地
域
จ
化
の
「
ࡇ
り
」
や
「

౷

จ
化
」
の

ঝ
は
、
そ
の
地
区
に
と
っ

て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
思
う
が
、

ྺ
࢙
Ҩ
産
も
含
め
た
こ
れ
か
ら
の
地
域

จ
化
の
育
成
に
つ
い
て
ਜ
き
た
い
。

答　

宇
土
市
に
は
、
人
知
れ
ず
残
る


（
ほ
こ
ら
）
や
ੴ
造
物
の
༗
形
จ
化
財
や
、

地
域
で
継
ঝ
さ
れ
る
ࡇ
り
な
ど
の
民
ଏ

จ
化
財
も
数
多
く
あ
る
。「
地
域
の
จ
化
」

「
地
域
の
資
源
」
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く

り
に
対
し
支
援
し
て
い
き
た
い
。

�

（
ڭ
育
長
）

ଟ
文
Խ
ཧ
ղ
ͱ
உ
ঁ
ࢀ
ը

問　

国
内
外
か
ら
の
Ҡ
住
者
の
生
活
จ

化
を
理
解
す
る
市
民
意
ࣝ
を
広
げ
る
こ

と
が
必
要
と
思
う
が
、
多
จ
化
理
解
（
共

生
）
の

組
み
づ
く
り
に
つ
い
て
ਜ
き

た
い
。
ま
た
、
地
域
活
性
化
に
は
ঁ
性

の
力
が
必
要
と
思
う
。
ࢠ
育
て
支
援
を

含
め
、
ঁ
性
が
ಇ
き
や
す
い
環
境
や
ঁ

性
参
画
、
起
業
化
支
援
を
市
は
ど
う
ଅ

し
て
い
く
の
か
。

答　

本
市
に
は
在
ཹ
外
国
人
が
１
３
０

人
と
少
な
い
の
で
多
จ
化
共
生
を
ਪ
進

す
る
施
策
は
現
在
な
い
。

　

し
か
し
、
今
後
、
人
ޱ
増
加
や
地
域

活
性
化
に
向
け
て
、
Ҡ
住
者
受
け
入
れ

を
円

に
進
め
る
た
め
に
も
、
多
จ
化

共
生
の
施
策
に
つ
い
て
、
先
進
自
治
体

の
事
例
を
調
査
ݚ
ڀ
し
た
い
。

　

ま
た
、
第
２
次
宇
土
市
உ
ঁ
共
同
参

画
ਪ
進
計
画
の
基
本
目
標
を
「
உ
ঁ
が

自
分
ら
し
さ
を
発
ش
し
、
と
も
に
参
画

し
支
え
あ
う
地
域
社
会
の
実
現
」
と
定
め
、

ঁ
性
が
ಇ
き
や
す
い
環
境
づ
く
り
、
உ

性
の
உ
ঁ
共
同
参
画
に
対
す
る
意
ࣝ
改

革
、
ঁ
性
の
起
業
化
支
援
な
ど
、
ঁ
性

参
画
を
更
に
ଅ
し
て
行
き
た
い
。

�

（
市
長
）

地方生ߨԋ会の༷ࢠ

施
政
方
針
に
つ
い
て

ʢ෩ձʣ
ޱɹमҰɹٞһ

uto-49_p05-15cs6.indd   5 2015/05/07   13:33:23
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ද࣭

͏ͱٞࢢձͩΑΓɹୈ���߸

Έ
Μ
ͳ
͕
҆
৺
ʂ

Β
͠
Λ

क
Γ
ࣗ
વ
Λ
क
Δ
·
ͪ
ͮ
͘
Γ

問　

災

時
の
避
難
体
制
の
ڧ
化
及
び

防
災
対
策
に
つ
い
て
。

答　

災

が
発
生
す
る
ڪ
れ
が
あ
る
場

合
、
市
民
の
生
໋
と
財
産
を
क
る
た
め
、

災

が
発
生
す
る
前
に
避
難
所
を
開
設

し
て
予
防
的
避
難
を
ݺ
び
か
け
て
い
る
。

ま
た
、
災

相
ޓ
応
援
協
定
を
結
Ϳ
市

ொ
村
や
協
力
団
体
と
の
࿈
ܞ
を
ڧ
化
す

る
と
と
も
に
、
市
内
５
カ
所
に
設
置
し

て
い
る
備


庫
に
、
現
在
備

し
て

い
る
৯
料
品
や
ҿ
料
水
の
他
に
、
災


発
生
時
に
必
要
な
؆
қ
ト
イ
レ
や
؆
қ

୲
Ս
等
の
備

品
を
計
画
的
に
配
備
し
、

ਝ
速
な
ඃ
災
者
ٹ
護
を
実
施
で
き
る
よ

う
取
り
組
ん
で
い
く
。�

（
市
長
）

Έ
Μ
ͳ
͕
ݩ
ؾ
ʂ
݈
߁
Ͱ
҆

Β
͗
ͷ
͋
Δ
·
ͪ
ͮ
͘
Γ

問　

第
６
期
高
ྸ
者
福
祉
計
画
・
介
護

保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
。

答　

在
宅
ҩ
ྍ
・
介
護
࿈
ܞ
、
認
知


施
策
、
地
域
ケ
ア
会
議
、
生
活
支
援
サ
ー

Ϗ
ス
の
ਪ
進
と
い
っ
た
地
域
แ
ׅ
ケ
ア

γ
ス
ς
ム
の
構
ங
、
要
支
援
認
定
者
に

対
す
る
一
部
介
護
予
防
サ
ー
Ϗ
ス
の
市

ொ
村
事
業
へ
の
Ҡ
行
等
を
行
う
よ
う
に

し
て
い
る
。�

（
市
長
）

Έ
Μ
ͳ
͕
๛
͔
ʂ
๛
͔
Ͱ
׆

ؾ
͋
;
Ε
Δ
·
ͪ
ͮ
͘
Γ

問　

地
域
住
民
生
活
等
緊
急
支
援
交
付

金
に
つ
い
て
、
宇
土
市
は
ど
の
よ
う
な

取
り
組
み
を
行
う
の
か
。

答　

地
域
ফ
費
ש
起
・
生
活
支
援
ܕ
は
、

地
域
に
お
け
る
ফ
費
ש
起
や
こ
れ
に



効
果
を
༗
す
る
生
活
支
援
策
で
あ
り
、

宇
土
市
に
お
い
て
は
市
内
全
世
帯
を
対

象
と
し
た
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
、

ະ
就
学
児
を
対
象
と
し
た
プ
レ
ミ
ア
ム

付
き
商
品
券
、
低
所
得
者
向
け
商
品
券

の
発
行
、
多
ࢠ
世
帯
を
対
象
と
し
た
給

৯
費
の
補
助
を
計
画
中
で
あ
る
。

�
（
市
長
）

Έ
Μ
ͳ
͕
ศ
ར
ʂ
շ
ద
ͳ
生

׆
Λ
ࢧ
͑
Δ
·
ͪ
ͮ
͘
Γ

問　

Ҡ
住
・
定
住
ଅ
進
事
業
に
つ
い
て

答　

民
間
の
住
宅
開
発
を
༠
導
す
る
た

め
の
基
礎
調
査
や
河
川
整
備
・
道
路
整

備
と
い
っ
た
住
環
境
整
備
を
継
続
的
に

進
め
て
い
る
。
ま
た
、
西
部
地
域
の
地

域
高
規
格
道
路
整
備
ଅ
進
な
ど
の
道
路

網
の
充
実
、
コ
ミ
ỿ
χ
ς
ỹ
バ
ス
運
行

に
よ
る
公
共
交
通
網
の
補
完
、
さ
ら
に
、

今
後
は
空
き
家
の
༗
効
活
用
事
業
な
ど

に
よ
る
Ҡ
住
定
住
者
の
受
け
ࡼ
づ
く
り

に
も
着
手
す
る
な
ど
、
各
分
野
で
Ҡ
住
・

定
住
ଅ
進
施
策
を
ల
開
し
て
い
る
。

�

（
市
長
）

Έ
Μ
ͳ
Ͱ
ҭ
Ή
ʂ

౷
ͱ
ֶ

ͼ
ʹ
ײ
ँ
ͷ
·
ͪ
ͮ
͘
Γ

問　

地
方
ڭ
育
行
政
改
革
に
つ
い
て
、

現
状
の
何
が
問
題
で
、
改
革
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
改
善
さ
れ
る
の
か
。

答　

ڭ
育
委
員
会
制
度
は
、
ट
長
か
ら

ಠ
立
し
た
合
議
制
の
執
行
機
関
と
し
て
、

ڭ
育
の
政
治
的
中
立
性
の
確
保
、
継
続
性
、

安
定
性
の
確
保
、
地
域
住
民
の
意
向
の

反
映
の
た
め
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
。

た
だ
し
、
現
行
の
ڭ
育
委
員
会
制
度
に

つ
い
て
は
、

①
ڭ
育
委
員
長
と
ڭ
育
長
の
ど
ち
ら
が

責
任
者
か
わ
か
り
に
く
い
。

②
い
じ
め
等
の
問
題
に
対
し
て
必
ず
し

も
ਝ
速
に
対
応
で
き
て
い
な
い
。

ᶅ
地
域
の
民
意
を

ද
す
る
ट
長
等
の

意
向
が
十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

ᶆ
地
方
ڭ
育
行
政
に
問
題
が
あ
る
場
合

に
、
国
が
最
終
的
に
責
任
を
果
た
せ
る

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
い
っ
た
課
題
が
あ
る
と
指
ఠ
さ
れ
て

い
る
。

　

そ
の
た
め
、
今
回
の
改
正
に
お
い
て
は
、

ڭ
育
の
政
治
的
中
立
性
、
継
続
性
・
安

定
性
を
確
保
し
つ
つ
、

①
ڭ
育
行
政
に
お
け
る
責
任
体
制
の
明

確
化

②
ਝ
速
な
ة
機

理
体
制
の
構
ங

ᶅ
地
域
の
民
意
を

ද
と
す
る
ट
長
と

の
࿈
ܞ
の
ڧ
化

ᶆ
い
じ
め
に
よ
る
自
ࡴ
事
案
等
の
問
題

に
対
し
て
、
国
が
最
終
的
な
ڭ
育
行
政

の
責
任
を
果
た
せ
る
よ
う
に
す
る
。
な

ど
に
よ
り
、
ڭ
育
委
員
会
制
度
の
ൈ
本

的
な
改
革
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

�

（
ڭ
育
長
）

施
政
方
針
に
つ
い
て

ʢӉɺΈΒ͍ʣ
ֽɹ࣏ɹٞһ

ΈΜなでつ͘Ζうؾݩな宇土市ʂ

uto-49_p05-15cs6.indd   6 2015/05/07   13:33:24
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Ұൠ࣭

平成27年 5月 15日

ͭ
Α
͍

ۀ
ͮ
͘
Γ

策

問　

つ
よ
い
農
業
づ
く
り
政
策
と

し
て
、
施
設
園
芸
農
業
に
対
し
経
営

規

֦
大
を
望
ん
で
い
る
方
々
も
多

く
お
ら
れ
る
が
、
申
請
書
を
出
せ
ば

す
͙
に
交
付
金
が
下
り
る
も
の
で
は

な
い
。
で
は
、
補
助
事
業
の
採
択
の

条
件
は
ど
ん
な
も
の
か
、
ま
た
こ
の

よ
う
な
補
助
事
業
に
対
し
、
市
は
ど

の
よ
う
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
の

か
ʁ

答　

農
業
者
に
対
す
る
農
業
機
ց

の
整
備
や
施
設
等
の
導
入
を
行
う
補

助
事
業
で
は
、
そ
の
多
く
の
事
業
が

成
果
目
標
や
現
状
値
に
対
す
る
ポ
イ

ン
ト
で
事
業
採
択
の
可
൱
が
決
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
、

現
状
値
に
つ
い
て
は
、
過
去
５
年
間

の
デ
ー
タ
が
必
要
な
項
目
や
、
熊
本

県
の
収
量
や
単
価
の
平
ۉ
値
よ
り
ど

れ
だ
け
高
い
か
で
ポ
イ
ン
ト
が
決
ま

る
項
目
な
ど
、
事
業
を
活
用
す
る
場

合
は
事
前
の
準
備
や
現
状
の
生
産
ٕ

ज़
が
問
わ
れ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
̟
̖
営
農

指
導
員
や
本
市
の
農
業
経
営
ア
υ
バ

イ
β
ー
な
ど
を
活
用
し
、
計
画
的
な

農
業
経
営
を
行
う
こ
と
や
生
産
ٕ
ज़

を
ຏ
く
こ
と
に
よ
り
、
補
助
事
業
を

受
け
や
す
く
す
る
な
ど

॥
環
を
実

現
す
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
く
。

�

（
経
済
部
長
）

問　

宇

、
ۄ
名
、
八

の
平
成

25
年
度
の
ト
Ϛ
ト
の
作
付
໘
積
は
ॱ

に
、
１
�
�
IB
、
�
�
�
IB
、

�
�
�
IB
、
出
ՙ
量
は
、
8
、

�
�
�
U
、
29
，
�
�
�
U
、
55
，

�
�
�
U
で
宇

に
対
し
八

は

７
ഒ
ほ
ど
の
出
ՙ
量
と
な
っ
て
い
る
。

補
助
事
業
で
建
設
す
る
ϋ

ス
の
大

き
さ
も
本
市
は
、
１
農
業
者
あ
た
り

10
̰
ほ
ど
に
対
し
、
八

で
は
１
IB

の
規

で
建
設
さ
れ
て
い
る
。

ഓ

໘
積
が
大
き
い
と
ポ
イ
ン
ト
も
取
り

に
く
い
は
ず
な
の
に
補
助
事
業
に
採

択
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
市
に

お
い
て
は
、
販
路
֦
大
を
含
む
他
の

地
域
に
ෛ
け
な
い
༏
先

の
取
り
組

み
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
本
市
お
い
て
答
弁
に
あ
る
よ

う
に
、
新
品
種
・
新
ٕ
ज़
に
取
り
組

む
も
の
に
対
し
て
は
ポ
イ
ン
ト
が
加

算
さ
れ
る
と
あ
る
が
、
本
市
ಠ
自
の

「
ڧ
み
」
を
地
域
間
ڝ
૪
の
力
と
す

べ
き
で
あ
る
施
設
園
芸
農
業
に
対
す

る
市
の
取
り
組
み
は
ʁ

答　

本
市
で
は
、
今
年
度
か
ら
機

能
性
野
ࡊ
の

ഓ
を
ࢼ
ݧ
的
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
機
能
性
野
ࡊ
と
は
、

本
来
は
全
く
含
ま
れ
な
い
、
ए
し
く

は
ご
く
ඍ
量
に
し
か
含
ま
な
い
成
分

を
、
何
ら
か
の
ٕ
ज़
を
用
い
て
高
含

༗
（
こ
う
が
ん
Ώ
う
）
に
し
た
野
ࡊ

に
対
す
る
׳
例
的
な
名
称
で
あ
る
。

中
で
も
、
ト
Ϛ
ト
に
つ
い
て
は
、
カ

ロ
ς
ン
が
๛

な
Φ
レ
ン
ジ
৭
の
ミ

χ
ト
Ϛ
ト
、
リ
コ
ϐ
ン
が
๛

で


度
も
高
い
中
ۄ
ト
Ϛ
ト
、
ま
た
、
౧

ଠ

ΰ
ー
ル
υ
と
い
う
大
ۄ
で
γ
ス

リ
コ
ϐ
ン
が
๛

な
ԫ
৭
の
ト
Ϛ
ト

の
3
種
ྨ
を
数
件
の
農
家
に
ґ
頼
し


ഓ
し
て
い
る
。
ま
た
、
ҿ
৯
ళ
と

࿈
ܞ
し
そ
の
機
能
性
ト
Ϛ
ト
を

っ

た
新
ϝ
χ
ỿ
ー
を
開
発
し
ফ
費
֦
大

を
図
る
な
ど
機
能
性
野
ࡊ
の
認
知
度

を
高
め
る
事
業
も
行
っ
て
い
る
。

�

（
経
済
部
長
）

＜Ｈ27・3 月議会 議会だより＞ 

 

画像タイトル：農林水産省の統計データ  

野菜生産額県内 1 位のトマト生産の推移(Ｈ１０～Ｈ２５） 

 
 
 

4,617 6,537 7,291 8,000

16,426
20,705 19,126

29,43029,718
36,481 38,670

55,614

H10 H15 H20 H25

トマトの出荷量(単位、t)

宇城地域 玉名地域 八代地域

ྛ水産লの౷計σーλ　ࡊ生産額ݝ１ҐのτϚτ生産の推Ҡ（̝１０ʙ̝２５）

つよい農業づくり政策

（
無
所
属
）

平
江
　
光
輝
　
議
員
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Ұൠ࣭

͏ͱٞࢢձͩΑΓɹୈ���߸

特
໋
ਵ
ҙ
ܖ

ͷ
ݱ
ঢ়
ʹ

ͭ
͍
ͯ

問　

特
໋
ਵ
意
ܖ
約
と
は
、
例
外

的
に
特
定
の
事
業
者
１
社
を
指
定
し

て
ܖ
約
を
క
結
す
る
方
法
で
あ
り
、

ܖ
約
の
目
的
ຢ
は
性
質
に
よ
り
ܖ
約

の
相
手
方
が
特
定
さ
れ
る
と
き
等
の

み
適
用
さ
れ
る
。
平
成
26
年
度
の
特

໋
ਵ
意
ܖ
約
の
件
数
及
び
金
額
は
。

答　

特
໋
ਵ
意
ܖ
約
の
ܖ
約
件
数

は
４
７
５
件
（
市
内
業
者
２
２
７

件
）、
金
額
は
約
５
億
６
、５
０
０
万

円
（
市
内
業
者
２
億
４
、９
０
０
万

円
）。�
（
総
務
部
長
）

地
ݩ
ۀ
ऀ
͕
ࢀ
Ճ
Ͱ
͖
Δ

ೖ
ࡳ
ൃ

ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

宇
土
終
末
処
理
場
及
び
戸
ޱ

ড়
化
η
ン
タ
ー
の
運
స

理
業
務
委

託
が
特
໋
ਵ
意
ܖ
約
か
ら
公
募
ܕ
の

プ
ロ
ポ
ー
β
ル
方
式
入
札
に
変
更
さ

れ
た
理
由
及
び
結
果
は
。

答　

ಁ
明
性
、
ڝ
૪
性
等
の
向
上

を
図
る
目
的
で
ܖ
約
方
法
の
見

し

を
行
っ
た
。
一
般
ڝ
૪
入
札
等
の
様

に
価
格
の
み
で
は
な
く
、
ٕ
ज़
力
等

を
考
ྀ
し
た
業
者
બ
定
が
で
き
る
公

募
ܕ
の
プ
ロ
ポ
ー
β
ル
方
式
を
採
用

し
た
。

　

参
加
業
者
２
社
の
内
、
１
社
は
資

格
要
件
を
ຬ
た
さ
な
か
っ
た
の
で
ࣦ

格
と
な
り
、
残
り
１
社
は
審
査
の
結

果
、
適
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
た
め
、

そ
の
業
者
を
受
託
者
と
し
て
３
年
間

の
委
託
ܖ
約
を
క
結
し
た
。
ܖ
約
額

は
３
億
２
０
０
万
円
。� （
建
設
部
長
）

問　

แ
ׅ
的
民
間
委
託
と
い
う
の

は
、
民
間
に
แ
ׅ
的
に
委
託
し
て
、

合
理
的
な
運
営
を
行
う
こ
と
に
よ
り

コ
ス
ト
を

減
し
、
結
果
的
に
委
託

料
も
安
く
な
る
の
が
本
来
の
姿
。
平

成
26
年
度
の
ਵ
意
ܖ
約
金
額
と
比
較

し
て
単
年
度
当
た
り
２
８
０
万
円
値

上
が
り
し
て
い
る
。
ま
た
今
回
の
資

格
要
件
は
ϋ
ー
υ
ル
が
高
く
、
現
状

で
は
宇
土
市
内
の
地
元
企
業
で
は
越

え
ら
れ
な
い
。
地
元
で
ޏ
用
さ
れ
て

い
る
方
の
「
ޏ
用
を
क
る
た
め
の
ܖ

約
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
お
考
え
か
。

答　

ਵ
意
ܖ
約
の
場
合
は
、
業
務

内
容
に
応
じ
て
୲
当
課
と
財
政
課
で
、

市
内
業
者
で
も
発
注
可
能
か
ど
う
か

検
討
し
た
上
で
発
注
し
て
い
る
。
地

元
業
者
が
参
加
で
き
る
̟
̫
（
共
同

企
業
体
）
方
式
に
つ
い
て
は
、
主
に

工
事
内
容
が
ෳ
合
的
な
建
設
工
事
の

場
合
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ

ポ
ー
β
ル
方
式
の
よ
う
な
ઐ

的
ٕ

ज़
や
業
務
実
績
が
必
要
と
さ
れ
る
業

務
に
も
市
内
業
者
で
対
応
で
き
る
の

か
検
討
を
行
い
、
発
注
し
て
い
る
。

�

（
市
長
）

要
望　

宇
土
市
中
小
企
業
ৼ
ڵ
基

本
法
の
第
５
条
第
１
号
に
「
市
が
発

注
す
る
工
事
、
委
託
業
務
ຢ
は
物
品

の
ߪ
入
に
あ
た
っ
て
は
、
予
算
の
適

正
な
執
行
及
び
ಁ
明
か
つ
公
正
な
ڝ

૪
の
確
保
に
ཹ
意
し
つ
つ
、
中
小
企

業
の
受
注
機
会
の
増
大
に
努
め
る
こ

と
」
と
さ
れ
て
い
る
。
市
外
の
事
業

者
と
の
特
໋
ਵ
意
ܖ
約
に
よ
る
ܖ
約

件
数
が
２
４
８
件
、
金
額
は
約

３
億
１
，
６
０
０
万
円
と
決
し
て
少

な
く
な
い
。
こ
れ
を
宇
土
市
の
業
者

で
受
注
で
き
る
よ
う
工
夫
し
、
地
元

企
業
の
育
成
・
ޏ
用

出
ひ
い
て
は

宇
土
市
の
発
ల
の
た
め
に
、
見

し

を
含
め
た
検
討
を
。

宇土ऴ処理場

宇土市における契約について

（
無
所
属
）

柴
田
　
正
樹
　
議
員

uto-49_p05-15cs6.indd   8 2015/05/07   13:33:25
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平成27年 5月 15日

༗
໌
ւ
࠶
ฤ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

県
内
の
漁
業
経
営
体
数
は
、

平
成
５
年
の
６
，
８
８
５
か
ら
平
成

25
年
の
３
，
４
６
７
と
20
年
間
で
約

50
％
減
少
し
て
い
る
。
本
市
の
経
営

体
数
と
生
産
量
は
。

答　

正
・
準
組
合
員
数
は
、
平
成

５
年
度
が
１
，
１
９
４
名
、
平
成
25

年
度
が
６
５
４
名
と
約
45
％
の
減
少
。

　

ւ
ଽ
は
、
平
成
５
年
度
の
生
産
ຕ

数
が
１
億
９
千
�
�
�
万
ຕ
、
売
上

額
が
20
億
８
千
�
�
�
万
円
。
平
成

25
年
度
が
１
億
６
千
�
�
�
万
ຕ
、

14
億
７
千
�
�
�
万
円
と
、
約
30
％

の
減
少
。

　

ア
サ
リ

は
、
平
成
５
年
度
の
収

֭
量
が
55
̓
、
売
上
額
が
１
，

２
６
０
万
円
。
平
成
25
年
度
が
40
̓
、

１
，
７
０
０
万
円
と
平
成
15
年
度
を

ϐ
ー
ク
に
減
少
。�

（
経
済
部
長
）

問　

組
合
員
や
漁
獲
高
が
減
少
し

て
い
る
要
因
は
。

答　

不
漁
、
高
ྸ
化
、
後
継
者
不


等
が
考
え
ら
れ
る
。
漁
業
従
事
者

数
を
維
持
、
増
加
さ
せ
て
い
く
た
め

に
魅
力
あ
る
漁
業
の
ৼ
ڵ
に
努
め
て

い
く
。
経
営
主
体
の
育
成
と
経
営
の

安
定
を
図
る
た
め
、
引
き
続
き
྆
漁

協
と
࿈
ܞ
し
て
水
産
ৼ
ڵ
に
努
め
る
。

�

（
経
済
部
長
）

問　

༗
明
ւ
再
編
に
向
け
て
の
こ

れ
ま
で
の
実
績
、
今
後
の
計
画
は
。

答　

実
績
と
し
て
平
成
12
年
～
平

成
23
年
に
網
田
地
区
漁
業
集
落
環
境

整
備
事
業
。
平
成
14
年
～
平
成
26
年

に
県
営
事
業
の
෴
砂
、
作
れ
い
や
ߞ

ᠾ
な
ど
。
ւ
؛
保
全
施
設
整
備
事
業

で
防
ை
ඉ

の
設
置
。
宇
土
市
公
共

下
水
道
事
業
や
ড়
化
૧
設
置
整
備
事

業
。

　

今
後
の
取
り
組
み
は
、
継
続
し
て

県
営
事
業
で
෴
砂
、
作
れ
い
や
ߞ
ᠾ

事
業
の
ଅ
進
。
ま
た
、
赤
瀬
漁
ߓ
の

ු
体
式
係
船
؛
設
置
工
事
ଅ
進
を
計

画
。
ケ
ア
γ
ỻ
ル
に
よ
る
ア
サ
リ


の
増
৩
実
証
ࢼ
ݧ
。
関
係
機
関
と
協

力
し
実
証
規

の
֦
充
、
新
実
証
工

法
を
追
加
。
作
り
育
て
る
漁
業
と
し

て
の
ア
サ
リ

の
増
৩
に
ܨ
が
る
取

り
組
み
を
行
う
。�

（
経
済
部
長
）



地
۠
ͷ
ഉ
ਫ
ॲ
ཧ
ܭ

ը
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

網
津
地
区
に
お
け
る
排
水
処

理
設
備
の
整
備
状
況
は
。

答　

平
成
25
年
度
末
時
点
で
合
ซ

ড়
化
૧
が
２
７
５
基
、
単
ಠ
ড়
化
૧

が
５
４
３
基
。
ড়
化
૧
以
外
の
ټ
み

取
り
ศ
所
は
96
戸
。

�

（
市
民
環
境
部
長
）

問　

ড়
化
૧
の
法
定
検
査
の
状
況

及
び
周
知
対
策
に
つ
い
て
。

答　

平
成
25
年
度
末
の
受
検
率
は

42
・
１
％
。
ະ
受
検
の
理
由
は
、
検

査
を
申
し
込
ん
で
い
な
い
、
検
査
ڋ

൱
、
検
査
料
金
の
ະ

い
、
空
き
家

や
ড়
化
૧
の
ٳ
ࢭ
な
ど
。

　

対
策
と
し
て
は
、
広
報
ࢴ
等
で
受

検
を
周
知
し
て
い
る
。
ະ
受
検
者
に

は
จ
書
等
で
通
知
し
、
改
善
が
見
ら

れ
な
い
場
合
は
個
別
๚
問
を
行
う
な

ど
、
ড়
化
૧
法
に
基
づ
く
指
導
、
助

ݴ
に
努
め
て
い
る
。

�

（
市
民
環
境
部
長
）

問　

༗
明
ւ
と
排
水
処
理
は
、
大

き
く
関
࿈
し
て
い
る
と
考
え
る
が
、

今
後
の
網
津
地
区
の
排
水
処
理
計
画

に
つ
い
て
。

答　

熊
本
県
と
࿈
ܞ
し
た
整
備
計

画
策
定
業
務
の
中
で
、
網
津
地
域
の

実
情
等
を
踏
ま
え
、
合
ซ
ড়
化
૧
で

の
整
備
計
画
を
構
ங
す
る
。

�

（
建
設
部
長
）

作り育てる産業と有明海再編の取り組みを
市の財産で͋る༗໌ւ

（
宇
土
、
み
ら
い
）

嶋
本
　
圭
人
　
議
員

uto-49_p05-15cs6.indd   9 2015/05/07   13:33:25
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໋
ͷ
教
ҭ
ɾ
ਓ
ݖ
教
ҭ
ʹ

ͭ
͍
ͯ

問　

ࠤ
世
保
市
で
起
き
た
ঁ
ࢠ
高

校
生
の
同
ڃ
生
を
ࡴ

し
Ҩ
体
を
解

体
し
よ
う
と
し
た
事
件
、
名
ݹ

大

学
の
19
歳
の
ঁ
ࢠ
大
生
に
よ
る
77
歳

の
ঁ
性
を
ࡴ

し
て
Ҩ
棄
し
た
事
件

が
あ
っ
た
。

　

川
࡚
市
で
は
、
不
良
ά
ル
ー
プ
に

よ
っ
て
、
中
学
一
年
の
உ
の
ࢠ
が
ࡴ


さ
れ
る
事
件
が
発
生
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
件
に
つ
い
て
、
ڭ
育
委

員
会
議
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
あ
れ

ば
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
。

答　

事
件
に
つ
い
て
は
、
定
例
の

ڭ
育
委
員
会
に
お
い
て
ڭ
育
長
報
告

と
し
て
৮
れ
て
い
る
。
新
聞
報
道
等

に
よ
る
と
ࠤ
世
保
市
の
事
件
及
び
名

ݹ

市
の
事
件
と
も
成
績
が
༏
ल
で

あ
っ
た
こ
と
、
小
学
校
時

や
高
校

時

に
同
ڃ
生
に
ҟ
物
を
ࠞ
入
さ
せ

る
事
件
を
起
こ
し
て
い
た
り
、
動
物

を
ٮ
待
し
て
い
た
な
ど
の
共
通
点
も

多
い
と
聞
い
て
い
る
。

　

問
題
行
動
を
繰
り
ฦ
し
起
こ
す
児

童
生
ె
に
つ
い
て
は
、
ス
ク
ー
ル

ι
ー
γ
Ỿ
ル
ϫ
ー
カ
ー
が
対
応
す
る

体
制
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
問

題
行
動
の
എ
ܠ
に
は
家
ఉ
่
յ
や
ٮ

待
等
の
ෳ
ࡶ
な
環
境
も
ଘ
在
し
て
お

り
保
護
者
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
こ

と
も
多
く
、
児
童
生
ె
の
問
題
行
動

の
ࠜ
本
原
因
を
取
り
除
く
こ
と
が
困

難
で
あ
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。

�

（
ڭ
育
長
）

問　

小
中
学
校
に
お
け
る
い
じ
め

の
認
知
件
数
が
分
か
れ
ば
お
ࣔ
し
い

た
だ
き
た
い
。

　

ま
た
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い

る
の
か
。

答　

昨
年
12
月
に
「
熊
本
県
公
立

学
校
৺
の
ア
ン
ケ
ー
ト
～
ָ
し
い
学

校
生
活
を
送
る
た
め
に
～
」
を
宇
土

市
で
も
実
施
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

学
校
で
「
い
じ
め
」
と
認
知
し
た
件

数
は
、
小
学
校
１
名
、
中
学
校
８
名
、

合
計
９
名
。
現
在
、「
宇
土
市
い
じ

め
防
ࢭ
基
本
方
針
」
を
策
定
中
。
日

ࠒ
か
ら
人
権
ڭ
育
、
໋
を
大

に
す

る
ڭ
育
を
宇
土
市
全
体
で
行
っ
て
い

く
。�

（
ڭ
育
部
長
）

問　
「
宇
土
市
い
じ
め
防
ࢭ
基
本

方
針
」
を
策
定
中
と
い
う
こ
と
だ
が
、

੨
少
年
に
よ
る
ࡴ
人
事
件
の
発
生
を

防
͙
ҝ
の
方
法
は
あ
る
か
。

答　

ڭ
育
委
員
会
と
し
て
は
、
学

校
だ
け
な
く
周
ғ
の
関
係
機
関
や
ઐ


家
と
࿈
ܞ
し
て
取
り
組
み
を
進
め

て
い
る
。
ス
ク
ー
ル
ι
ー
γ
Ỿ
ル

ϫ
ー
カ
ー
を
１
名


中
学
校
に
配

置
し
、
市
内
各
小
中
学
校
か
ら
の
要

請
を
受
け
様
々
な
相
ஊ
活
動
を
行
っ

て
い
る
。
必
要
に
応
じ
て
福
祉
課
、

ࢠ
育
て
支
援
課
、
健
康
づ
く
り
課
、

熊
本
県
中
ԝ
児
童
相
ஊ
所
、
ҩ
ྍ
機

関
、
ܯ

ॺ
等
と
࿈
ܞ
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
で
で
き
る
こ
と
を

ࡧ
し

な
が
ら
問
題
解
決
に
あ
た
っ
て
い
る
。

�

（
ڭ
育
長
）

要
望　

ࠤ
世
保
の
事
件
の
少
ঁ
も

名
ݹ

の
ঁ
ࢠ
大
生
も
問
題
行
動
を

起
こ
し
て
い
た
。
川
࡚
市
の
事
件
も

加

少
年
達
と
̨
̤
̨
を
出
し
て
い

た
ඃ

少
年
に
対
し
て
も
、
学
校
も

ܯ

も
、
ڭ
育
委
員
会
も
児
童
相
ஊ

所
も
関
っ
て
事
件
を
ະ
વ
に
防
͙
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
っ
と
積
極

的
に
関
る
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
。

いじめ防止と命の教育について
৳び৳びと育ͬて΄しいࢠどもたͪ

（
無
所
属
）

藤
井
　
慶
峰
　
議
員
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平成27年 5月 15日

Ұ
ൠ
ഇ
غ

ॲ
ཧ
ܭ
ը
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

環
境
ল
発
出
の
２
度
に
わ
た

る
通
知
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
受

け
ࢭ
め
て
い
る
か
。
ま
た
、
一
般
廃

棄
物
処
理
計
画
に
つ
い
て
、
ど
こ
に

重
点
を
お
い
て
策
定
し
て
い
る
か
。

答　

平
成
20
年
環
境
ল
通
知
の
重

要
性
は
十
分
に
認
ࣝ
し
て
お
り
、
こ

れ
ま
で
も
法
の
適
正
な
運
用
に
努
め

て
き
た
。
今
回
の
平
成
26
年
の
通
知

を
受
け
、
あ
ら
た
め
て
市
の
責
任
の

重
さ
を
௧
感
し
て
い
る
。
策
定
に
当

た
っ
て
は
、
一
般
廃
棄
物
の
分
別
品

目
、
再
資
源
化
の
方
法
、
収
集
、
運

ൖ
及
び
処
分
量
、
業
の
ڐ
可
予
定
事

業
者
な
ど
前
年
度
を
参
考
に
新
た
に

発
生
し
得
る
事
情
を
考
ྀ
し
て
策
定

し
て
い
る
。�

（
市
民
環
境
部
長
）

問　

昨
年
１
月
に
「
一
般
廃
棄
物

処
理
業
ڐ
可
取
り
ফ
し
等
・
損

ഛ

償
請
求
事
件
」
の
判
決
が
出
て
お
り
、

最
高
ࡋ
は
市
ொ
村
に
対
し
厳
し
い
判

決
で
あ
っ
た
が
、
ど
う
受
け
ࢭ
め
て

い
る
か
。
ま
た
、
現
在
の
委
託
業
務

の
内
容
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
。

答　

市
は
、
こ
れ
ま
で
も
法
の
適

正
な
運
用
に
努
め
て
き
た
が
、
こ
の

最
高
ࡋ
判
決
を
重
く
受
け
ࢭ
め
、

「
一
般
廃
棄
物
収
集
運
ൖ
業
等
ڐ
可

取
ѻ
要
ߝ
」
の
見

し
を
行
っ
た
。

ま
た
、
民
間
委
託
し
て
い
る
業
務
は
、

①
収
集
運
ൖ
業
務
、
②
再
資
源
化
業

務
、
ᶅ
中
間
処
理
業
務
。
い
ず
れ
も

一
般
廃
棄
物
処
理
実
施
計
画
に
登
載

の
上
、
業
務
委
託
を
行
っ
て
お
り
、

外
部
か
ら
の
新
規
参
入
は
基
本
的
に

認
め
ら
れ
な
い
。
現
時
点
で
の
課
題

は
な
い
も
の
と
認
ࣝ
し
て
い
る
。

�

（
市
民
環
境
部
長
）

ೝ


ͷ
ࠃ
Ո
ઓ
ུ
ͱ
ຊ

市
ͷ
औ
Γ

Έ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

認
知

の
方
が
今
ま
で
通
り


ら
し
て
い
く
た
め
の
具
体
的
な
取

り
組
み
に
つ
い
て
。

答　

市
民
の
օ
様
を
対
象
に
し
た

「
認
知

フ
Ỽ
ー
ラ
ム
」
や
小
中
学

校
、
৬
場
、
各
種
団
体
等
を
対
象
に

し
た
「
認
知

サ
ポ
ー
タ
ー
」
の
ཆ

成
ߨ
࠲
を
開
催
し
て
お
り
、
早
期
発

見
に
つ
い
て
は
、
地
域
支
援
η
ン

タ
ー
に
認
知

地
域
ਪ
進
員
を
配
置

し
、
相
ஊ
を
受
け
る
よ
う
に
し
て
い

る
。�

（
健
康
福
祉
部
長
）

問　

認
知

サ
ポ
ー
タ
ー
の
現
状

と
課
題
に
つ
い
て

答　

本
年
２
月
末
現
在
で
３
，

８
７
０
人
と
昨
年
度
よ
り
８
５
９
人

増
加
し
て
い
る
。
今
後
の
課
題
は
、

認
知

サ
ポ
ー
タ
ー
を
組
織
化
し
活

動
の
場
を
積
極
的
に
設
け
る
こ
と
や

ス
ς
ッ
プ
ア
ッ
プ
ݚ
修
の
場
を
設
け

る
等
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

�

（
健
康
福
祉
部
長
）

問　

認
知

初
期
集
中
支
援
ν
ー

ム
の
設
置
に
つ
い
て
。

答　

現
在
、
ҩ
ࢣ
の
参
加
な
ど
国

が
定
め
る
環
境
が
整
っ
て
い
な
い
が


く
て
も
平
成
30
年
４
月
か
ら
は
実

施
で
き
る
体
制
を
作
っ
て
い
く
。

�

（
健
康
福
祉
部
長
）

問　

ए
年
性
認
知

の
就
労
支
援

に
つ
い
て
。

答　

市
の
แ
ׅ
支
援
η
ン
タ
ー
で

も
様
々
な
相
ஊ
に
応
じ
て
い
る
が
、

熊
本
県
認
知

コ
ー
ル
η
ン
タ
ー
等

の
ઐ

の
コ
ー
デ
ỹ
ω
ー
タ
ー
へ
も

つ
な
い
で
支
援
を
し
て
い
き
た
い
。

�

（
健
康
福
祉
部
長
）

認サϙーλーཆ成࠲ߨの༷ࢠ

充実した「認知症対策」の推進を

（
公
明
党
）

芥
川
　
幸
子
　
議
員
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教
ҭ
ߦ

ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

地
方
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法

の
一
部
を
改
正
す
る

法

が
施
行
さ
れ
る
が
、
主
な
改
正

点
及
び
新
ڭ
育
長
の
任
期
に
つ
い
て

質
問
す
る
。

答　

改
正
さ
れ
た
法

は
、
４
月

１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。
改
正
点
の

第
一
は
、
ڭ
育
行
政
の
責
任
体
制
を

明
確
に
す
る
た
め
、
ڭ
育
委
員
長
と

ڭ
育
長
を
一
本
化
し
た
新
ڭ
育
長
を

置
く
こ
と
で
あ
る
。
市
長
が
市
議
会

の
同
意
を
得
て
任
໋
し
、
任
期
は
３

年
で
あ
る
。

　

第
ೋ
は
、
市
長
と
ڭ
育
委
員
会
が

協
議
・
調
整
す
る
場
と
し
て
総
合
ڭ

育
会
議
を
設
け
る
。
市
長
は
、
こ
の

会
議
に
お
い
て
、
ڭ
育
委
員
会
と
協

議
し
、
ڭ
育
に
関
す
る
総
合
的
な
施

策
の
大
ߝ
の
策
定
な
ど
が
主
な
改
正

点
で
あ
る
。

　

次
に
、
新
ڭ
育
長
の
任
期
は
本
市

の
場
合
、
現
ڭ
育
長
の
任
期
が
前
任

者
の
残
任
期
間
の
９
月
30
日
ま
で
で

あ
り
、
市
長
が
９
月
の
市
議
会
に
お

い
て
、
議
会
の
同
意
を
得
て
任
໋
す

る
こ
と
に
な
る
。
新
ڭ
育
長
の
任
期

は
10
月
１
日
か
ら
で
あ
る
。

�

（
ڭ
育
部
長
）

問　

小
学
校
に
お
い
て
、
୲
任
を

補
助
す
る
෭
୲
任
を
配
置
し
、
児
童

一
人
ひ
と
り
に
応
じ
た
き
め
ࡉ
か
な

指
導
が
で
き
る
෭
୲
任
制
度
を
導
入

し
た
ら
ど
う
か
、
ڭ
育
委
員
会
の
方

針
を
お
ਘ
ね
す
る
。

答　

議
員
提
案
の
෭
୲
任
に
あ
た

る
ඇ
常
ۈ
ߨ
ࢣ
を
、
平
成
26
年
度
は

小
学
校
に
13
名
、
中
学
校
に
５
名
の

計
18
名
を
ޏ
用
し
て
い
る
。
平
成
27

年
度
も
小
学
校
に
14
名
、
中
学
校
に

４
名
の
計
18
名
の
ඇ
常
ۈ
ߨ
ࢣ
の
ޏ

用
を
予
定
し
て
い
る
。

　

こ
の
他
に
、
特
別
支
援
を
要
す
る

児
童
・
生
ె
に
対
し
ڭ
育
活
動
の
支

援
を
行
う
ඇ
常
ۈ
ߨ
ࢣ
と
し
て
小
学

校
に
５
名
、
中
学
校
に
３
名
の
計
８

名
の
ޏ
用
を
予
定
し
て
い
る
。
本
市

は
他
の
自
治
体
と
比
較
し
て
も
特
に

ඇ
常
ۈ
ߨ
ࢣ
の
配
置
に
力
を
入
れ
て

い
る
。�

（
ڭ
育
長
）

҆
શ
ɾ
҆
৺
ͳ
·
ͪ
ͮ
͘

Γ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

　
問　

第
ޒ
次
宇
土
市
総
合
計
画
策

定
に
当
た
り
「
宇
土
市
の
将
来
の


市
૾
」
に
つ
い
て
、
市
民
ア
ン
ケ
ー

ト
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
回
答
の
中
で

最
も
多
か
っ
た
の
が
「
൜
ࡑ
が
少
な

く
、
安
৺
し
て

ら
せ
る

市
」
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
最
ۙ
の
本
市
に
お

け
る
൜
ࡑ
発
生
状
況
及
び
交
通
事
ނ

の
発
生
状
況
を
踏
ま
え
て
、
今
後
の

対
策
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

答　

本
市
に
お
け
る
൜
ࡑ
の
発
生

状
況
及
び
交
通
事
ނ
の
発
生
状
況
を

踏
ま
え
て
、
短
期
的
な
対
策
を
ਪ
進

し
て
い
る
。
長
期
的
な
対
策
と
し
て

は
、
൜
ࡑ
の
抑
ࢭ
力
や
交
通
事
ނ
防

ࢭ
の
た
め
に
は
ܯ

官
の
パ
ト
ロ
ー

ル
の
ڧ
化
等
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の

た
め
宇
土
交
番
の
体
制
ڧ
化
に
つ
い

て
、
引
き
続
き
ܯ

本
部
長
と
宇


ܯ

ॺ
長
に
要
望
活
動
を
続
け
て
い

く
こ
と
と
し
て
い
る
。

�

（
市
民
環
境
部
長
）

教育行政について
宇土খ学校

（
無
所
属
）

中
口
　
俊
宏
　
議
員

uto-49_p05-15cs6.indd   12 2015/05/07   13:33:26



1�

Ұൠ࣭

平成27年 5月 15日

Ӊ

市
ͷ

ථ

ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

国
政
બ
ڍ
・
地
方
બ
ڍ
で
の

熊
本
県
・
宇
土
市
の

ථ
率
及
び
ॱ

Ґ
は
。

答　

平
成
26
年
の
ऺ
議
Ӄ
બ
ڍ
で

は
、
県
は
、
50
・
06
％
で
37
Ґ
、
市

は
、
42
・
61
％
で
最
下
Ґ
。
24
年
の

県
知
事
બ
で
は
、
39
・
09
％
で
10
Ґ

で
あ
る
。

�

（
બ
ڍ

理
委
員
会
事
務
局
長
）

問　

各

ථ
所
ご
と
の

ۙ
の


ථ
率
は
。（
回
答
は
ࠨ
上
図
）


ථ


্
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　


ථ
率
ア
ッ
プ
へ
の
こ
れ
ま

で
の
取
り
組
み
は
。

答　

બ
ڍ
公
報
及
び
「
ന
バ
ラ
」

の
発
行
・
市
庁
舎
に
ݒ
ਨ
ນ
及
び
運

動
公
園
に
ԣ
断
ນ
を
設
置
・
防
災
無

線
、
広
報
車
、
大
ܕ
商
業
施
設
館
内

放
送
で
の
ݺ
び
か
け
・
大
ܕ
ళ
ฮ
前

で
の
֗
頭
啓
発
の
実
施
・
広
報
う
と

や
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
て

期
日
前

ථ
等
の
周
知
・
ま
た
、


ථ
区
の
見

し
を
行
い
、
ۙ
年
で
は
、

平
成
12
年
に
保
健
η
ン
タ
ー
、
平
成

16
年
に
宇
土
市
ス
ポ
ー
π
η
ン
タ
ー

に

ථ
所
の
増
設
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
他
、
本
市
ಠ
自
と
し
て
、
બ
ڍ

時
に
事
業
所
の

ද
者
か
ら
従
業
員

の
օ
様
に

ථ
に
行
き
ま
し
Ỷ
う
と


か
け
を
お
願
い
し
て
い
る
。
そ
の

他
、
本
市
Φ
リ
ジ
φ
ル
の
啓
発
ス

ς
ッ
カ
ー
を
配

し
、
事
業
所
の
フ

ロ
ア
ー
な
ど
人
目
に
付
く
と
こ
ろ
に

掲
ࣔ
し
継
続
し
て
啓
発
を
行
っ
て
い

た
だ
い
て
い
る
。

�

（
બ
ڍ

理
委
員
会
事
務
局
長
）

問　


ථ
率
ア
ッ
プ
へ
の
今
後
の

取
り
組
み
は
。

答　

今
回
、
網
津
地
区
の
10
、
11


ථ
区
に
つ
い
て
、
高
ྸ
者
の
方
な

ど
が
国
道
や
踏

を

ら
ず
に
済
む

よ
う
に
区
割
り
変
更
を
予
定
し
て
い

る
。
ま
た
、
期
日
前

ථ
の
場
所
の

追
加
に
つ
い
て
の
ご
意
見
も
あ
る
が
、

現
状
と
し
て
は
個
人
情
報
保
護
の
η

Ω
ỿ
リ
ς
ỹ
対
応
や
そ
れ
に

う
経

費
等
、
ඇ
常
に
難
し
い
問
題
が
あ
り

今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
。
個
人
的

に
は
、
༗
権
者
の
政
治
離
れ
に
つ
い

て
、
ए
年

の
政
治
的
関
৺
が
な
い

ば
か
り
で
な
く
、
ࢲ
も
含
め
て
政
治

家
、
政
ౘ
側
に
も
問
題
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
༗
権
者
に
理
解
し
て
い

た
だ
け
る
政
策
を
前
໘
に
ଧ
ち
出
し
、

政
策
と
政
策
で
ઓ
う
。
そ
う
い
う
本

質
的
な
部
分
の
議
論
を
し
な
い
と
、

政
治
離
れ
は
ࢭ
ま
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
。
政
治
家
自

が
બ
ڍ
に
対
す

る
姿
勢
を
考
え

し
、
બ
ڍ
を
変
え

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

�

（
市
長
）

期લථの༷ࢠ

あなたの投票所の投票率は！

（
無
所
属
）

山
村
　
保
夫
　
議
員

直ۙの֤બڍに͓͚る֤ථ所別ථ率一ཡ ୯Ґ：ˋ

ථ所
̝26年 ̝25年 ̝24年 ̝23年 ̝26年 ̝26年

ऺ議Ӄ議員
総બڍ

議Ӄ議員ࢀ
௨常બڍ

事ݝຊ۽
બڍ

議会ݝຊ۽
議員બڍ

宇土市長
બڍ

宇土市議会
議員બڍ

第１ 宇土市教育委員会会議ࣨ 44�30 53�07 42�99 59�80 64�48 61�95
第２ 宇土市所別ؗ 44�35 51�36 37�91 58�79 62�08 56�51
第３ ೭Ӝ一区公民ؗ 47�62 55�48 39�46 64�74 62�07 58�58
第４ ՖԂίϛϡχςΟηϯλー 42�38 48�84 33�53 52�52 54�96 59�72
第５ ৭;Ε͋いؗޒ 41�51 49�07 34�13 52�35 55�58 56�16
第６ 公民ؗ߾ 41�21 47�63 39�76 60�36 65�17 66�76
第７ 公民ؗ 41�50 52�93 43�69 68�21 76�27 78�93
第８ 下৽開公民ؗ 37�24 44�13 33�33 61�28 66�70 73�27
第９ Ҿ公民ؗ 43�43 54�29 46�08 69�67 81�27 83�78
第10 খ学校ମ育ؗ 39�55 48�11 32�86 63�72 68�94 72�26
第11 ॅ٢漁業ڠಉ組߹支所 36�77 48�75 31�97 64�32 70�64 76�37
第12 ׁ地区ମ育ؗ 42�58 46�85 38�66 58�06 64�63 66�80
第13 長福祉ؗ 31�74 44�49 37�74 66�19 61�55 69�61
第14 公民ؗޱށ 43�57 48�43 45�47 76�96 66�46 77�93
第15 宇土市所ా支所 43�73 51�13 45�63 70�14 73�34 74�16
第16 公民ؗ 49�19 54�30 50�19 72�56 68�55 69�08
第17 場ా公民ؗݹ 58�27 66�92 72�59 73�97 74�02 74�02
第18 区集会所࢛ஂ地ڥ 40�51 46�99 35�19 52�66 56�42 58�89
第19 େ௶ஂ地公民ؗ 44�06 50�73 39�55 56�62 58�04 59�83
第20 宇土市保健ηϯλー 49�08 56�33 44�55 60�63 62�63 60�07
第21 宇土市スϙーπηϯλー 42�27 50�54 42�21 58�98 60�64 61�76

全地区 42�61 50�23 39�09 60�45 63�31 64�26
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ථ

Ξ
ỽ
ϓ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

બ
ڍ
権
が
18
歳
以
上
に
引
き

下
げ
ら
れ
る
法
案
が
成
立
し
そ
う
で

あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
見
解

を
。

答　

高
校
３
年
生
が
༗
権
者
に
な
る

の
で
、
学
校
に
お
け
る
政
治
ڭ
育
の

充
実
が
今
後
図
ら
れ
て
い
く
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
ۙ
年
の
ए
年

の


ථ
率
低
下
は
、
ए
者
の
政
治
意
ࣝ
が

低
く
、
価
値
؍
を
見
い
だ
せ
な
い
事

も
要
因
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら

学
校
ڭ
育
に
お
い
て
学
年
に
応
じ
た

政
治
意
ࣝ
を
ৢ
成
し
て
い
く
「
主
権

者
ڭ
育
」
が
よ
り
充
実
さ
れ
て
い
け

ば
、
ए
年

の
政
治
意
ࣝ
は
少
し
ず

つ
向
上
し
て
い
く
と
期
待
し
て
い
る
。

�

（
બ
ڍ

理
委
員
会
事
務
局
長
）

問　

現
段
階
か
ら
学
校
ڭ
育
に
お

い
て
政
治
意
ࣝ
の
向
上
は
必
要
だ
と

考
え
て
い
る
が
、
બ

か
ら
協
力
要

請
が
あ
っ
た
場
合
、
学
校
側
は
対
応

で
き
る
か
。

答　

ڭ
育
委
員
会
と
し
て
は
学
校

長
の
見
解
も
ௌ
い
た
上
で
、
学
校
長

の
判
断
の
も
と
対
応
す
る
こ
と
に
な

る
が
、
校
長
会
等
を
通
し
ಇ
き
か
け

を
行
っ
て
い
き
た
い
。�

（
ڭ
育
長
）

ແ
ށ
੶
ऀ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

無
戸
籍
者
の
実
ଶ
調
査
ґ
頼

が
法
務
ল
か
ら
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

宇
土
市
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

答　

平
成
26
年
７
月
法
務
ল
か
ら
、

「
戸
籍
に
記
載
が
な
い
者
に
関
す
る

情
報
の

Ѳ
及
び
支
援
に
つ
い
て
」

จ
書
で
ґ
頼
が
あ
っ
た
。
現
在
の
と

こ
ろ
本
市
に
お
い
て
は

Ѳ
し
て
い

る
無
籍
者
は
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

�

（
市
民
環
境
部
長
）

問　

今
後
、
無
戸
籍
者
に
対
す
る

対
策
は
。

答　

様
々
な
業
務
を
行
う
過
程
で

情
報
に

す
る
こ
と
も
あ
る
と
思
わ

れ
る
の
で
、
全
庁
に
無
籍
者
に
関
す

る
情
報
の
提
ڙ
を
す
で
に
ґ
頼
し
た
。

ま
た
、
今
後
、
無
籍
者
を

Ѳ
し
た

場
合
に
は
市
民
課
で
当
該
無
籍
者
に

聞
き
取
り
を
行
い
、
法
務
局
へ
࿈
絡

後
相
ஊ
を
ଅ
す
。
行
政
サ
ー
Ϗ
ス
の

利
用
な
ど
に
つ
い
て
は
関
係
課
と
࿈

ܞ
し
て
対
応
し
て
い
く
。

�

（
市
民
環
境
部
長
）

市
民
ମ
ҭ
ؗ
ͷ
໋
໊
ݖ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

市
民
体
育
館
の
໋
名
権
を
企

業
へ
募
っ
て
み
て
、
ス
ポ
ー
π
ৼ
ڵ

に
役
立
て
る
こ
と
を
検
討
し
て
は
い

か
が
か
。

答　

先
導
的
な
ল
エ
ω
対
策
と
し

て
日
本
初
の
大
空
間
に
設
置
し
た


ࣹ
式
空
調
γ
ス
ς
ム
を
導
入
し
て
い

る
市
民
体
育
館
は
、
多
く
の
自
治
体

か
ら
注
目
さ
れ
、
視

や
問
合
せ
が

相
次
い
で
い
る
。
ま
た
、
本
年
度
ল

エ
ω
大

事
例
部

で
審
査
委
員
会

特
別

を
受

し
た
こ
と
も
あ
り
、

今
後
ま
す
ま
す

題
と
な
る
施
設
だ

と
思
わ
れ
る
。
質
問
の
໋
名
権
は
施

設
の
建
設
・
資
金
調
達
の
た
め
に
行

わ
れ
る
も
の
で
、
全
国
の
多
く
の
ス

ポ
ー
π
施
設
で
も
導
入
さ
れ
、
財
源

を
施
設
の
運
用
等
に
生
か
さ
れ
て
い

る
と
聞
い
て
い
る
。
県
外
で
人
ޱ
規


が
ほ
΅
同
じ
自
治
体
の
ス
ポ
ー
π

施
設
で
も
前
例
が
あ
り
、
今
後
は
市

民
体
育
館
を
よ
り
多
く
の
方
に
知
っ

て
い
た
だ
き
利
用
し
て
い
た
だ
く
た

め
໋
名
権
の
調
査
・
ݚ
ڀ
を
し
て
参

り
た
い
。�

（
ڭ
育
長
）

ネーミングライツ（企業命名権）で財源確保を！
ແ෩ۭௐ設備ٕࣨڝ༠கにઈの施設

（
政
風
会
）

今
中
　
真
之
助
　
議
員
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平成27年 5月 15日

ࢠ
Ͳ

ͷ
ශ
ࠔ
対
策
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

ࢠ
ど
も
の
ශ
困
率
は
16
・

３
％
と
な
っ
て
お
り
、
特
に

ࢠ
家

ఉ
で
は
54
・
６
％
と
高
く
、
ே
早
く

か
ら


く
ま
で
ಇ
い
て
も
ශ
困
か

ら
ൈ
け
出
せ
ず
ࢠ
ど
も
の
進
学
率
も

低
い
。

か
ら
ࢠ
ど
も
へ
の
ශ
困
の

࿈

を
防
ࢭ
す
る
た
め
の
支
援
等
、

市
の
対
策
は
。

答　

ࢠ
ど
も
の
ශ
困
対
策
に
つ
い

て
の
主
要
施
策
３
点
を
説
明
す
る
。

第
１
に
児
童
・
生
ె
で
経
済
的
に
困

ځ
す
る
世
帯
を
対
象
に
、
就
学
援
助

を
支
給
。
第
２
に
社
会
福
祉
等
の
ઐ


的
知
ࣝ
・
ٕ
能
を
用
い
て
、
児
童

生
ె
の
置
か
れ
た
様
々
な
環
境
に
ಇ

き
か
け
、
早
期
の
段
階
で
生
活
支
援

や
福
祉
に
つ
な
げ
て
い
け
る
よ
う
ス

ク
ー
ル
ι
ー
γ
Ỿ
ル
ϫ
ー
カ
ー
を
配

置
。
第
３
に
高
校
・
大
学
・
ઐ

学

校
等
に
対
す
る
経
済
的
支
援
と
し
て

宇
土
市

学
基
金
制
度
を
導
入
。
ࢠ

ど
も
の
ශ
困
対
策
を
総
合
的
に
ਪ
進

す
る
た
め
、
ڭ
育
分
野
の
み
な
ら
ず
、

福
祉
分
野
等
の
多
様
な
関
係
機
関
と

の
࿈
ܞ
・
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。

今
後
も
効
果
的
な
施
策
の
更
な
る
充

実
に
取
り
組
む
。�

（
ڭ
育
長
）

ࢠ
ҭ
ͯ
ࢧ
ԉ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

ຖ
年
小
中
学
校
で
は
、
視
力

や
ࣃ
Պ
な
ど
の
健
康

断
が
あ
る
が
、

治
ྍ
が
必
要
な
児
童
生
ె
の
う
ち
、

治
ྍ
済
は
小
学
校
で
53
％
、
中
学
校

で
26
％
で
あ
る
。
治
ྍ
ଅ
進
を
図
る

た
め
、
ࢠ
ど
も
ҩ
ྍ
費
無
料
化
を
中

学
３
年
生
ま
で
֦
大
し
、
૭
ޱ

い

を
な
く
す
べ
き
で
あ
る
。
市
の
考
え

は
。

答　

対
象
を
小
学
３
年
生
か
ら
６

年
生
ま
で
֦
大
し
て
１
年

ほ
ど
経

過
し
、
助
成
額
の
実
績
状
況
を
整

理
・
分
ੳ
中
で
、
し
ば
ら
く
時
間
を

い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
૭
ޱ

い

を
な
く
す
こ
と
も
、
対
象
者
֦
大
と

同
様
に
財
政
的
ෛ
୲
が

う
も
の
で
、

市
の
財
政
状
況
等
を
勘
案
し
な
が
ら

検
討
し
て
い
く
。（
健
康
福
祉
部
長
）

文
Խ
ࡒ
ͷ
อ
ଘ
ɾ
ܧ
ঝ
ͱ

·
ͪ
ͮ
͘
Γ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

߾
ઘ
水
道
は
、
日
本
最
ݹ
の

現
役
上
水
道
と
し
て
そ
の
価
値
は
ま

す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。
き
ち
ん
と

維
持

理
し
て
い
く
に
は
、
修
理
ٕ

ज़
者
の
ཆ
成
が
緊
急
の
課
題
で
あ
る
。

ま
た
、
߾
ઘ
水
道
や
࢙

等
を
活
か

し
た
ま
ち
づ
く
り
で
市
の
活
性
化
を

図
る
べ
き
と
思
う
が
、
市
の
取
り
組

み
は
。

答　

߾
ઘ
水
道
の
保
ଘ
を
目
的
に
、

ຖ
年
、
߾
ઘ
؆
қ
水
道
組
合
に
対
し

補
助
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
は
「
Ψ

ン
ゼ
Ω
」
等
の
補
修
ٕ
ज़
を
映
૾
等

で
記

し
、
学
校
ڭ
育
で
の
利
用
や

市
民
へ
の

介
を
検
討
し
て
い
く
。

さ
ら
に
、
市
৬
員
を
含
め
た
市
民
の

方
へ
補
修
ٕ
ज़
の
継
ঝ
の
必
要
性
を

訴
え
て
い
く
。�

（
ڭ
育
部
長
）

答　

߾
ઘ
水
道
は
、
中
৺
市
֗
地

の
؍
ޫ
ス
ポ
ッ
ト
と
߾
エ
リ
ア
の
ྺ

࢙
จ
化
ス
ポ
ッ
ト
を
つ
な
͙
役
目
も

果
た
し
て
お
り
、
旧
高
月
ఛ
を
߾
ઘ

水
道
ࢄ
策
ル
ー
ト
の
ڌ
点
と
し
て
組

み
込
め
る
よ
う
対
応
し
た
い
。
ま
た
、

߾
ઘ
水
道
と

家

ෑ
を
η
ッ
ト
に

し
て
国
指
定
จ
化
財
を
目
指
し
て
い

き
た
い
。�

（
市
長
）

ޱઘ水道औ水߾

中学３年生までの医療費無料化　文化財・史跡を活かしたまちづくりを

（
日
本
共
産
党
）

福
田
　
慧
一
　
議
員
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論
議
さ
れ
ま
し
た
主
な
も
の
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
議
案
第
19
号 

平
成
26
年
度
宇
土
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
７
号
）
に
つ
い
て
、
委
員
か
ら
「
避
難
路
整
備

事
業
の
２
か
所
に
お
い
て
、
地
元
地
権
者
の
同
意
を
得
ら
れ

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
」
と
の

質
疑
に
対
し
て
、
執
行
部
か
ら
「
１
か
所
は
、
排
水
の
問
題

で
現
在
調
査
検
討
中
で
あ
り
、
あ
と
１
か
所
は
、
地
権
者
と

の
関
係
で
当
初
意
見
の
相
違
が
あ
っ
た
が
、
平
成
27
年
度
か

ら
整
備
に
取
り
掛
か
る
予
定
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
防
災
行
政
無
線
の
デ
ジ
タ
ル
化
事
業
に
つ
い
て
、

委
員
か
ら
「
デ
ジ
タ
ル
化
設
計
委
託
料
が
当
初
予
算
よ
り
も

か
な
り
安
く
落
札
さ
れ
て
い
る
理
由
は
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

執
行
部
か
ら
「
設
計
委
託
に
つ
い
て
は
、
計
画
の
段
階
か
ら

精
査
し
設
計
書
を
作
成
し
て
お
り
、
成
果
品
は
大
丈
夫
と
理

解
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
宇
土
市
は
コ
ン
サ
ル
業
務
に
関
し

て
は
、
最
低
制
限
価
格
を
設
け
て
い
な
い
の
で
、
平
成
27
年

度
か
ら
設
け
る
準
備
を
行
っ
て
い
る
。」
と
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。

　

次
に
、
議
案
第
27
号 

平
成
27
年
度
宇
土
市
一
般
会
計
予

算
に
つ
い
て
、
委
員
か
ら
「
庁
舎
建
設
に
関
し
て
、
年
間
積

立
額
は
ど
の
程
度
を
見
込
ん
で
い
る
の
か
」
と
の
質
疑
に
対

し
て
、
執
行
部
か
ら
「
平
成
26
年
度
は
骨
格
予
算
だ
っ
た
た

め
６
月
に
１
千
万
円
増
額
し
て
い
る
。
通
常
は
、
当
初
予
算

で
１
千
万
円
組
み
、
執
行
状
況
を
見
て
翌
年
の
３
月
補
正
で

積
み
増
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

　

次
に
、
地
方
バ
ス
路
線
維
持
費
補
助
金
に
つ
い
て
、
委
員

か
ら
「
今
ま
で
補
助
対
象
路
線
で
あ
っ
た
も
の
が
対
象
外
に

な
っ
た
よ
う
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
定
め
て
あ
る
の

か
。」
と
の
質
疑
に
対
し
て
、
執
行
部
か
ら
「
バ
ス
運
賃
が

値
上
げ
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
運
賃
収
入
が
増
え
、
今
後
利
益

が
見
込
ま
れ
る
と
国
が
判
断
し
国
庫
補
助
が
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
。
基
準
と
し
て
は
、
当
該
年
度
を
含
め
た
過
去
３
年

間
で
算
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
実
績
を
見
て
み
る
と
運
賃

値
上
げ
に
よ
り
収
入
は
増
え
た
も
の
の
、
輸
送
人
員
は
減
少

し
燃
料
費
等
も
高
騰
し
た
た
め
、
収
支
を
大
き
く
改
善
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
経
常
損
益
は
赤
字
と
な
っ
た
。」
と
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
婚
活
事
業
に
つ
い
て
、
委
員
か
ら
「
婚
活
事
業
後

の
状
況
検
証
な
ど
は
行
っ
て
い
る
の
か
」
と
の
質
疑
に
対
し

て
、
執
行
部
か
ら
「
参
加
者
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た

の
で
、
参
考
に
し
な
が
ら
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
。
な
お
、

成
立
し
た
２
組
の
カ
ッ
プ
ル
の
う
ち
、
１
組
に
つ
い
て
は
、

そ
の
後
の
経
過
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。」
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
委
員
か
ら
「
今
後
、
宇
土
市
の
農
業
漁

業
の
良
さ
を
広
く
周
知
し
、
農
漁
業
後
継
者
の
た
め
の
企
画

を
お
願
い
し
た
い
。」
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
納
税
組
合
に
つ
い
て
、
委
員
か
ら
「
平
成
27
年
度

で
納
税
組
合
が
無
く
な
る
よ
う
だ
が
、
現
在
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
は
ど
こ
か
。」
と
の
質
疑
に
対
し
て
、
執
行
部
か
ら

「
主
に
網
田
・
網
津
地
区
が
残
っ
て
お
り
、
平
成
26
年
５
月

時
点
で
73
地
区
あ
っ
た
納
税
組
合
が
今
年
の
３
月
末
で
は
21

地
区
に
な
り
、
平
成
27
年
度
中
に
は
ゼ
ロ
に
な
る
予
定
。」

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
廃
棄
物
減
量
化
対
策
事
業
に
つ
い
て
、
委
員
か
ら

「
乾
電
池
は
、
他
の
自
治
体
で
は
資
源
ご
み
と
し
て
回
収
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
宇
土
市
は
燃
え
な
い
ご
み
と
し
て

回
収
し
て
い
る
。
資
源
ご
み
と
し
て
回
収
す
る
予
定
は
な
い

か
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
今
年
４
月
か
ら

資
源
ご
み
と
し
て
回
収
を
予
定
し
て
い
る
。
廃
プ
ラ
回
収
の

変
更
と
同
様
、
広
報
う
と
に
掲
載
す
る
ほ
か
、
ご
み
出
し
カ

レ
ン
ダ
ー
や
エ
コ
ラ
イ
フ
計
画
に
記
載
し
周
知
を
図
る
」
と

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
議
案
以
外
で
、
閉
会
日
に
追
加
提
案
さ
れ
る
国
の

経
済
対
策
に
つ
い
て
、
委
員
か
ら
「
地
域
活
性
化
・
地
域
住

民
生
活
等
緊
急
支
援
交
付
金
の
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
の
販
売

方
法
は
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
公
平
性
を
保

つ
た
め
全
世
帯
を
対
象
に
募
集
を
行
う
が
、
商
品
券
が
残
る

よ
う
で
あ
れ
ば
２
次
募
集
を
行
う
な
ど
、
状
況
を
勘
案
し
な

が
ら
販
売
方
法
は
検
討
す
る
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

以
上
が
、
論
議
さ
れ
た
主
な
内
容
で
あ
り
ま
す
が
、
本
委

員
会
に
付
託
を
受
け
ま
し
た
議
案
に
つ
い
て
は
、
全
会
一
致

で
全
て
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

総
務
市
民

総
務
部
・
企
画
部
・
市
民
環
境
部
・
そ
の
他
を
所
管

経
済
建
設

経
済
部
・
建
設
部
・
農
業
委
員
会
を
所
管

ޱमҰҕһ

　

論
議
さ
れ
ま
し
た
主
な
も
の
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
議
案
第
27
号 

平
成
27
年
度
宇
土
市
一
般
会
計
予
算
に

つ
い
て
、
委
員
か
ら
「
市
営
住
宅
の
家
賃
滞
納
者
は
何
名
い
る
の

か
。
ま
た
、
提
訴
す
る
基
準
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。」
と

の
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
人
数
に
つ
い
て
は
、
３
か
月
以

上
の
滞
納
者
は
30
名
程
度
い
る
。
訴
訟
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
３

か
月
以
上
の
滞
納
者
で
分
納
誓
約
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
、
不
履

行
が
あ
り
長
期
化
す
る
場
合
は
訴
訟
を
行
う
。」
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
委
員
か
ら
「
市
営
団
地
の
戸
数
と
入
居
希
望

待
機
者
数
は
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
戸
数
は
全
部

で
６
６
２
戸
、
入
居
希
望
待
機
者
数
は
延
べ
１
１
２
名
。」
と
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
委
員
か
ら
「
市
営
団
地
の
中
で
宇

土
駅
前
団
地
に
つ
い
て
は
老
朽
化
が
ひ
ど
く
、
将
来
的
に
は
土
地

利
用
計
画
も
含
め
、
早
め
の
検
討
が
必
要
。」
と
の
意
見
が
あ
り

ま
し
た
。

　

次
に
、
準
用
河
川
改
修
事
業
に
つ
い
て
、
委
員
か
ら
「
平
成
27

年
度
の
大
坪
川
河
川
改
修
の
工
事
計
画
は
ど
の
程
度
進
む
予
定

か
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
橋
の
問
題
を
地
元
と

協
議
す
る
必
要
が
あ
り
27
年
度
は
距
離
に
し
て
は
僅
か
（
20
～
30

ｍ
）
で
あ
る
が
、
平
成
28
年
度
か
ら
協
議
が
整
え
ば
バ
イ
パ
ス
の

区
間
を
一
気
に
行
い
た
い
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
委
員
か
ら
「
農
地
・
水
・
農
村
環
境
保
全
向
上
活
動
支

援
事
業
に
つ
い
て
は
、
宇
土
市
に
い
く
つ
の
団
体
が
あ
る
の
か
。」

と
の
質
疑
に
対
し
て
、
執
行
部
か
ら
「
現
在
、
活
動
対
象
組
織
は

８
団
体
あ
り
、
以
前
は
多
数
の
活
動
組
織
が
集
落
ご
と
に
あ
っ
た

が
、
平
成
26
年
度
か
ら
事
務
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、

宇
土
八
水
土
地
改
良
区
に
一
部
事
務
を
委
任
さ
れ
て
い
る
。」
と

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
議
案
第
19
号 

平
成
26
年
度
宇
土
市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
７
号
）
に
つ
い
て
、
委
員
か
ら
「
農
業
関
係
で
は
、
く
ま

も
と
稼
げ
る
園
芸
産
地
育
成
対
策
事
業
の
よ
う
に
、
農
家
３
戸
以

上
が
任
意
組
合
を
つ
く
り
、
事
業
化
が
で
き
る
よ
う
だ
が
、
水
産

業
に
は
な
い
の
か
。」
と
の
質
疑
に
対
し
て
、
執
行
部
か
ら
「
水

産
関
係
で
は
、
水
産
基
盤
整
備
交
付
金
事
業
と
い
う
事
業
が
あ
り
、

平
成
26
年
度
に
網
田
漁
協
が
事
業
主
体
と
な
り
、
赤
瀬
の
船
あ
げ

施
設
関
係
で
申
請
し
て
い
る
が
、
農
業
関
係
の
よ
う
に
数
戸
の
漁

業
者
で
任
意
組
合
を
つ
く
り
、
事
業
化
が
可
能
な
も
の
は
な
い
。」

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
議
案
以
外
で
、
地
籍
調
査
事
業
に
つ
き
ま
し
て
、
平
成

21
年
度
か
ら
平
成
25
年
度
に
調
査
を
行
っ
た
網
田
地
区
一
部
の
地

籍
成
果
の
成
果
処
理
誤
り
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
の
で
報

告
し
ま
す
。
熊
本
県
が
実
施
す
る
「
西
原
地
区
砂
防
ダ
ム
」
事
業

の
用
地
買
収
に
お
い
て
、
平
成
22
年
度
調
査
分
を
先
行
し
て
登
記

を
完
了
す
る
必
要
が
あ
り
、
法
務
局
へ
登
記
申
請
を
行
っ
た
と
こ

ろ
、
法
務
局
か
ら
指
導
が
あ
っ
た
。
主
な
内
容
は
、
当
該
地
域
は

山
林
を
多
く
含
む
地
域
で
、
現
況
と
旧
字
図
と
の
対
比
が
困
難
な

地
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
要
因
で
、

①
所
在
不
明
な
土
地
が
他
調
査
区
と
比
較
し
て
多
い
こ
と
。

②
里
道
・
水
路
の
一
部
が
正
し
く
確
保
で
き
て
い
な
い
箇
所
が
あ

る
。
な
ど
で
す
。

　

今
後
の
方
針
と
し
て
は
、
平
成
21
年
度
調
査
分
に
つ
い
て
は
、

平
成
26
年
度
内
に
修
正
対
象
を
抽
出
し
、
平
成
27
年
度
に
お
い
て

地
権
者
等
へ
丁
寧
な
説
明
を
行
い
理
解
を
得
た
上
で
、
再
立
会
い

や
再
測
量
等
を
行
い
、
法
務
局
へ
の
登
記
申
請
を
行
う
。」
と
の

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
委
員
か
ら
「
で
き
る
だ
け

経
費
を
抑
制
し
、
平
成
27
年
度
中
に
は
終
了
す
る
よ
う
お
願
い
す

る
」
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

以
上
が
、
論
議
さ
れ
た
主
な
内
容
で
あ
り
ま
す
が
、
本
委
員
会

に
付
託
を
受
け
ま
し
た
議
案
に
つ
い
て
は
、
全
会
一
致
で
す
べ
て

原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

ౢຊܓਓҕһ
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報告委員会

平成27年 5月 15日

文
教
厚
生

健
康
福
祉
部
・
教
育
委
員
会
を
所
管

ֽ࣏ҕһ

　

ま
ず
、「
熊
本
・
宇
土
道
路
」
の
用
地
取
得
の

状
況
に
つ
い
て
は
、
宇
土
市
側
、
熊
本
市
側
と
も

に
前
回
の
報
告
か
ら
進
捗
は
あ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

平
成
27
年
度
の
政
府
予
算
案
と
し
ま
し
て
、
熊

本
宇
土
道
路
の
予
算
見
込
み
が
３
億
か
ら
５
億
円

程
度
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

工
事
の
状
況
で
す
が
、「
宇
土
市
側
」
で
１
件

の
改
良
工
事
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

笹
原
地
区
改
良
６
期
工
事
事
業
費
が
３
億
３
百
万

円
で
平
成
26
年
12
月
に
完
成
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
の
予
定
と
し
て
、（
仮
称
）
緑
川
大
橋
下

部
工
工
事
に
つ
い
て
は
、
平
成
27
年
１
月
に
発
注

予
定
だ
っ
た
が
、「
漁
業
補
償
協
議
難
航
に
よ
り

発
注
を
見
送
っ
た
。」
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、「
熊
本
市
側
」
に
つ
い
て
は
、
工
事
は

行
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
軟
弱
地
盤
対
策
検
討

委
員
会
が
平
成
26
年
10
月
及
び
平
成
27
年
１
月
に

実
施
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、「
宇
土
道
路
」
に
つ
い
て
は
、
全
線
に

わ
た
る
用
地
幅
杭
の
設
置
を
平
成
26
年
11
月
に
全

線
完
了
し
、
そ
の
後
、
用
地
買
収
単
価
等
の
設
定

を
行
い
、
12
月
に
一
部
買
収
が
済
ん
で
お
り
ま
す
。

　

平
成
27
年
度
も
引
き
続
き
網
津
地
区
及
び
網
田

地
区
の
用
地
・
補
償
等
の
調
査
及
び
買
収
を
予
定

し
て
い
る
と
い
う
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

以
上
の
報
告
を
踏
ま
え
、
委
員
会
で
論
議
さ
れ

ま
し
た
主
な
内
容
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
委
員
か
ら
「
緑
川
大
橋
下
部
工
工
事
が

発
注
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
、
将
来
的
に
影
響
は

な
い
か
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら

「
漁
業
補
償
が
絡
み
協
議
に
時
間
を
要
す
る
と
思

う
の
で
、
そ
の
間
、
宇
土
道
路
の
事
業
進
捗
に
つ

い
て
要
望
活
動
を
行
っ
て
い
き
た
い
。」
と
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
予
算
に
つ
い
て
委
員
か
ら
「
熊
本
宇
土

道
路
と
宇
土
道
路
の
予
算
は
全
体
と
し
て
付
く
の

か
、
そ
れ
と
も
別
に
配
分
さ
れ
る
の
か
。」
と
の

質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
事
業
が
別
な
の
で

別
々
に
配
分
さ
れ
る
と
思
う
が
、
一
つ
の
事
業
の

執
行
残
が
発
生
し
た
ら
、
他
の
事
業
に
配
分
さ
れ

る
と
思
う
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

に
対
し
、
委
員
か
ら
「
熊
本
宇
土
道
路
の
予
算
が

執
行
で
き
な
い
場
合
は
、
宇
土
道
路
に
配
分
す
る

よ
う
要
望
を
お
願
い
す
る
。」
と
の
意
見
が
あ
り

ま
し
た
。

　

そ
の
他
、
委
員
か
ら
啓
発
と
い
う
こ
と
で
「
工

事
個
所
周
辺
は
一
部
通
学
路
に
も
な
っ
て
い
る
の

で
、
ト
ラ
ッ
ク
の
ホ
コ
リ
や
車
の
速
度
規
制
な
ど
、

安
全
性
を
確
保
す
る
よ
う
お
願
い
す
る
。」
と
の

意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
当
委
員
会
と
し
ま
し
て

は
、
今
後
も
予
算
の
獲
得
に
向
け
官
民
一
体
で
、

１
日
も
早
い
熊
本
・
天
草
幹
線
道
路
の
全
線
開
通

を
目
指
し
て
、
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

論
議
さ
れ
ま
し
た
主
な
も
の
を
報
告
い
た
し
ま

す
。

　

議
案
第
７
号　

宇
土
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
、
執
行
部
か
ら
平
成

27
年
度
か
ら
の
第
６
期
介
護
保
険
事
業
計
画
期
間

に
お
け
る
介
護
保
険
料
は
、
従
来
よ
り
も
６
０
０

円
増
加
し
て
基
準
月
額
が
５
，
６
６
０
円
に
な
り
、

県
下
14
市
の
中
で
は
安
い
ほ
う
か
ら
６
番
目
に
な

る
予
定
で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
委
員
か
ら
「
要
支
援
者
に
対
す
る
新
規

事
業
と
な
る
『
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合

事
業
』
の
実
施
体
制
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

か
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
２
年

間
の
猶
予
が
あ
り
、
現
行
の
事
業
を
行
い
な
が
ら
、

各
地
区
に
お
い
て
、
モ
デ
ル
事
業
を
社
会
福
祉
協

議
会
を
主
体
と
し
て
進
め
て
い
き
た
い
。
各
種
団

体
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
本
市
に
と
っ
て
ど
の
よ

う
な
形
が
い
い
の
か
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。」

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
件
に
つ
き
ま
し

て
委
員
か
ら
「
介
護
予
防
や
健
康
づ
く
り
を
目
的

と
し
て
、
公
民
館
等
で
『
お
元
気
ク
ラ
ブ
』
が
開

催
さ
れ
て
い
る
が
、
健
康
ダ
ン
ス
ば
か
り
で
な
く
、

フ
ラ
ダ
ン
ス
な
ど
幅
広
く
取
り
入
れ
て
、
よ
り
魅

力
あ
る
も
の
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。」
と
の
要

望
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
案
第
27
号　

平
成
27
年
度
宇
土
市
一
般
会
計

予
算
に
つ
い
て
、
委
員
か
ら
「
就
労
自
立
給
付
金

事
業
の
対
象
者
へ
の
金
額
に
つ
い
て
、
そ
の
算
定

方
法
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。」
と
の

質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
平
成
26
年
度
か
ら

始
ま
っ
た
制
度
で
あ
り
、
金
額
は
就
労
開
始
か
ら

自
立
す
る
ま
で
の
期
間
に
よ
っ
て
変
動
す
る
。
そ

の
期
間
が
短
い
、
早
期
に
自
立
し
た
方
に
つ
い
て

は
手
厚
く
な
る
算
定
方
法
と
な
っ
て
い
る
。」
と

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
委
員
か
ら
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
経
費
に
つ
い
て
、
平
成
27
年
度
か
ら
４
年
生
か

ら
６
年
生
も
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が

そ
の
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。」
と
の
質
疑

が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
当
初
見
込
ん
で
い
た
人

数
を
超
え
、
一
部
受
け
入
れ
で
き
な
い
児
童
が
い

る
状
況
で
あ
る
の
で
、
今
後
対
応
を
急
ぎ
た
い
。」

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
議
案
以
外
と
し
て
、「
小
中
学
校
の
空

調
設
備
設
置
に
つ
い
て
、
平
成
27
年
度
当
初
予
算

に
計
上
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
進
捗
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、
執
行

部
か
ら
「
平
成
27
年
度
中
に
国
へ
の
補
助
申
請
を

行
い
、
採
択
を
受
け
た
場
合
、
翌
年
の
平
成
28
年

度
に
工
事
の
実
施
を
行
っ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

ま
た
同
時
に
、
国
の
緊
急
経
済
対
策
事
業
等
も
視

野
に
入
れ
な
が
ら
進
め
て
い
き
た
い
。」
と
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

以
上
が
、
論
議
さ
れ
た
主
な
内
容
で
あ
り
ま
す

が
、
本
委
員
会
に
付
託
を
受
け
ま
し
た
議
案
に
つ

い
て
は
、
議
案
第
７
号
、
27
号
、
28
号
、
32
号
、

34
号
に
つ
い
て
は
賛
成
多
数
で
、
そ
の
他
の
議
案

は
全
会
一
致
で
、
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま

し
た
。

地
域
高
規
格
道
路
促
進
等
対
策
特
別
委
員
会

ޱଟඒ༤ҕһ
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報告委員会
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平
成
25
年
度
宇
土
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
及

び
各
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
係
る
議
案

第
85
号
か
ら
議
案
第
93
号
ま
で
の
審
査
の
経
過
並
び

に
結
果
に
つ
い
て
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
地
方
自
治
法
に
定
め
ら
れ

ま
し
た
主
要
な
施
策
の
成
果
に
関
す
る
説
明
書
の
提

出
や
、
各
種
資
料
の
提
出
を
求
め
、
あ
ら
か
じ
め
本

委
員
会
か
ら
抽
出
し
て
お
き
ま
し
た
事
項
を
、
監
査

委
員
の
意
見
書
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
去
る
１
月
８

日
か
ら
２
月
24
日
ま
で
に
７
回
の
委
員
会
を
開
催
し

て
、
執
行
部
か
ら
の
説
明
を
求
め
、
慎
重
に
審
査
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
予
算
が
議
決
の
趣
旨
と
目

的
に
沿
っ
て
適
正
に
、
か
つ
、
効
率
的
に
執
行
さ
れ

た
か
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
込
ん
だ
と
お
り
の

行
政
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
さ
ら
に
は
、

今
後
の
行
財
政
運
営
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
工
夫
改

善
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
な
ど
を
着
眼
点
と
し
、
審
議

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

（
決
算
の
概
要
）

　

一
般
会
計
歳
入
総
額
は
１
６
９
億
９
，
８
０
３
万

円
に
対
し
、
歳
出
総
額
は
１
５
８
億
６
，
１
０
２
万

円
で
形
式
収
支
は
11
億
３
，
７
０
１
万
円
の
黒
字
と

な
っ
て
い
ま
す
。
翌
年
度
へ
繰
り
越
す
財
源
を
差
し

引
い
た
、
実
質
収
支
額
は
９
億
８
，
９
３
０
万
円
の

黒
字
で
す
。

　

財
政
指
標
に
つ
い
て
、
経
常
収
支
比
率
は
89
・

1
％
で
前
年
度
よ
り
1
・
5
ポ
イ
ン
ト
下
降
し
て
お

り
、
ま
た
、
実
質
公
債
費
比
率
も
12
・
3
％
で
前
年

度
よ
り
2
・
0
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
、
と
も
に
改
善
し

て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
起
債
現
在
高
は
１
６
６
億
９
，
５
７
１
万

円
で
前
年
度
末
よ
り
９
，
９
４
９
万
円
の
増
額
、
各

種
基
金
の
年
度
末
現
在
高
は
42
億
９
，
６
５
６
万
円

で
、
前
年
度
末
よ
り
５
億
６
，
４
３
１
万
円
の
増
加

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
特
別
会
計
の
歳
入
総
額
は
92
億
４
，

６
６
８
万
円
、
歳
出
総
額
は
89
億
６
，
３
３
９
万
円

で
差
し
引
き
２
億
８
，
３
２
９
万
円
の
黒
字
。
一
般

会
計
か
ら
特
別
会
計
に
11
億
７
，
５
６
１
万
円
が
繰

出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
繰
入
金
を
差
引
く
と

公
共
下
水
道
事
業
会
計
を
除
く
特
別
会
計
は
全
て
赤

字
と
い
う
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
歳
入
確
保
と
予
算
執
行
）

　

歳
入
総
額
は
前
年
度
に
比
べ
15
・
47
％
、
22
億
７
，

７
７
０
万
円
の
増
加
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
主
な
要

因
は
、
国
庫
支
出
金
や
県
支
出
金
及
び
市
債
等
の
増

加
で
あ
り
、
対
前
年
度
比
で
47
・
0
％
、
金
額
で

20
億
２
，
５
５
８
万
円
増
加
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

ま
す
。

　

自
主
財
源
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
に
比
べ
２
億
１
，

４
３
４
万
円
増
加
し
、
自
主
財
源
比
率
は
1
・
26
ポ

イ
ン
ト
増
加
し
35
・
03
％
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
不
納
欠
損
額
は
一
般
会
計
と
特
別
会
計
を

合
わ
せ
て
８
，
５
６
５
万
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

予
算
執
行
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
厳
し
い
財
政
状

況
の
中
で
、
議
決
の
趣
旨
に
沿
っ
て
適
正
な
運
用
が

行
わ
れ
て
お
り
、
お
お
む
ね
所
期
の
目
的
を
達
成
し

た
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
本
市
の
財
政
状
況
は
、
経
常
収
支
比
率

と
実
質
公
債
費
比
率
と
も
に
減
少
し
、
改
善
し
て
お

り
ま
す
が
、
今
後
も
徹
底
し
た
行
財
政
改
革
に
取
り

組
み
、
財
政
運
営
の
健
全
化
に
努
め
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
決
算
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
も
、
次
年

度
以
降
の
予
算
編
成
、
行
財
政
運
営
に
十
分
反
映
さ

れ
る
よ
う
要
望
い
た
し
ま
す
。

　

本
委
員
会
は
慎
重
に
審
議
を
重
ね
た
結
果
、
付
託

さ
れ
ま
し
た
議
案
９
件
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
全
会

一
致
で
原
案
の
と
お
り
認
定
す
る
こ
と
を
決
定
い
た

し
ま
し
た
。

ևࢠҕһ

決
算
審
査
特
別
委
員
会

　

本
特
別
委
員
会
は
、
昨
年
12
月
定
例
会
に
お

い
て
設
置
さ
れ
て
以
来
、
こ
れ
ま
で
２
回
の
委

員
会
を
開
催
し
、
審
議
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。

　

第
１
回
委
員
会
で
は
、
委
員
会
と
し
て
の
結

論
を
１
年
で
出
す
こ
と
を
目
途
に
、
可
能
な
限

り
、
月
２
回
の
ペ
ー
ス
で
の
委
員
会
審
議
を
基

本
と
す
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
後
審
議
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、

そ
の
目
的
と
し
て
、
議
会
の
役
割
と
責
任
が
ま

す
ま
す
大
き
く
な
る
今
日
、
議
会
が
そ
の
責
任

を
果
た
す
た
め
に
は
社
会
情
勢
の
変
化
を
敏
感

に
感
じ
取
り
、
絶
え
ず
自
己
改
革
を
行
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
市
民
に
分
か
り
や
す
い

議
会
、
よ
り
開
か
れ
た
議
会
、
信
頼
さ
れ
る
議

会
を
目
指
し
、
議
会
自
ら
が
議
会
の
あ
る
べ
き

姿
を
検
討
し
、
議
会
機
能
の
更
な
る
充
実
を
図

る
た
め
、
議
会
改
革
に
関
す
る
検
討
を
行
い
、

議
会
基
本
条
例
の
制
定
を
目
指
す
こ
と
を
念
頭

に
、
委
員
会
審
議
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
確
認

い
た
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
今
後
の
基
本
的
な
進
め
方
と
し

て
、
検
討
項
目
の
抽
出
、
整
理
、
そ
し
て
個
別

検
討
を
経
て
、
そ
の
後
、
議
会
基
本
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
審
議
を
行
っ
て
い
く
と
い
う
流
れ

に
つ
い
て
確
認
い
た
し
ま
し
た
。

　

第
２
回
委
員
会
で
は
、
議
会
基
本
条
例
の
基

礎
的
な
構
造
を
確
認
し
、
そ
の
上
で
検
討
項
目

の
抽
出
方
法
、
作
業
の
流
れ
の
確
認
な
ど
、
具

体
的
な
動
き
に
着
手
し
始
め
た
段
階
で
あ
り
ま

す
。

　

今
後
、
市
民
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
、
よ
り

信
頼
さ
れ
る
議
会
を
め
ざ
し
、
審
議
を
進
め
て

ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

議
会
改
革
推
進
特
別
委
員
会
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19 平成27年 5月 15日

平成27年ୈ̍ճӉٞࢢձఆྫձܾٞ݁ՌҰཡ
【市長提出議案：平成２５年度決算】

議案番号 件　　　名 議決の結果
第８５号 平成２５年度宇土市一般会計歳入歳出決算の認定について 原案認定
第８６号 平成２５年度宇土市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 〃
第８７号 平成２５年度宇土市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 〃
第８８号 平成２５年度宇土市北段原土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について 〃
第８９号 平成２５年度宇土市奨学基金特別会計歳入歳出決算の認定について 〃
第９０号 平成２５年度宇土市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 〃
第９１号 平成２５年度宇土市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 〃
第９２号 平成２５年度宇土市漁業集落排水施設整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について 〃
第９３号 平成２５年度宇土市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 〃

【市長提出議案】
番　号 件　　　名 付託委員会 議決の結果
第１号 宇土市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 総務市民 原案可決
第２号 宇土市行政手続条例の一部を改正する条例について 総務市民 〃
第３号 宇土市行政財産使用条例の一部を改正する条例について 総務市民 〃
第４号 宇土市防災会議条例の一部を改正する条例について 総務市民 〃
第５号 宇土市廃棄物等の減量化，再資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例について 総務市民 〃
第６号 宇土市障害福祉計画等策定委員会設置条例について 文教厚生 〃
第７号 宇土市介護保険条例の一部を改正する条例について 文教厚生 〃
第８号 宇土市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 文教厚生 〃
第９号 宇土市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 文教厚生 〃

第１０号 宇土市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための
効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について 文教厚生 〃

第１１号 宇土市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について 文教厚生 〃
第１２号 宇土市保育所負担金徴収条例を廃止する条例について 文教厚生 〃
第１３号 宇土市乳幼児医療費助成条例及び宇土市こども医療費助成条例の一部を改正する条例について 文教厚生 〃
第１４号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について 文教厚生 〃
第１５号 学校教育法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について 文教厚生 〃
第１６号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 文教厚生 〃
第１７号 宇土市道路線の変更について 経済建設 〃
第１８号 宇土市道路線の認定について 経済建設 〃

第１９号 平成２６年度宇土市一般会計補正予算（第７号）について
総務市民
文教厚生
経済建設

【請願・陳情】
受理番号 陳　情　の　件　名 付託委員会 議決結果

陳情

平成26年
4

道州制導入・労働法制改悪に反対し，最低賃金・公務員賃金の改善を求める意見書
の提出に関する陳情 総務市民 継続審査

平成26年
6 平成２７年度税制改正に関する提言について 総務市民 継続審査

平成27年
1 場外車券売り場開設に反対する陳情書 総務市民 不採択

第２０号 平成２６年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について 文教厚生 〃
第２１号 平成２６年度宇土市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について 経済建設 〃
第２２号 平成２６年度宇土市奨学基金特別会計補正予算（第２号）について 文教厚生 〃
第２３号 平成２６年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第４号）について 文教厚生 〃
第２４号 平成２６年度宇土市漁業集落排水施設整備事業特別会計補正予算（第３号）について 経済建設 〃
第２５号 平成２６年度宇土市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について 文教厚生 〃
第２６号 平成２６年度宇土市公共下水道事業会計補正予算（第５号）について 経済建設 〃

第２７号 平成２７年度宇土市一般会計予算について
総務市民
文教厚生
経済建設

第２８号 平成２７年度宇土市国民健康保険特別会計予算について 文教厚生 〃
第２９号 平成２７年度宇土市簡易水道事業特別会計予算について 経済建設 〃
第３０号 平成２７年度宇土市北段原土地区画整理事業特別会計予算について 経済建設 〃
第３１号 平成２７年度宇土市奨学基金特別会計予算について 文教厚生 〃
第３２号 平成２７年度宇土市介護保険特別会計予算について 文教厚生 〃
第３３号 平成２７年度宇土市漁業集落排水施設整備事業特別会計予算について 経済建設 〃
第３４号 平成２７年度宇土市後期高齢者医療特別会計予算について 文教厚生 〃
第３５号 平成２７年度宇土市水道事業会計予算について 経済建設 〃
第３６号 平成２７年度宇土市公共下水道事業会計予算について 経済建設 〃
第３７号 市組織の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例について 〃
第３８号 平成２６年度宇土市一般会計補正予算（第８号）について 〃

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 原案答申

【報告】
報告番号 件　　　　　　名
第１号 平成２５年度宇土市財政の健全化判断比率（確定値）について
第２号 専決処分の報告について 　専決第１７号　和解について
第３号 専決処分の報告について 　専決第１８号　損害賠償額の決定について
第４号 専決処分の報告について 　専決第１号　損害賠償額の決定について
第５号 専決処分の報告について 　専決第２号　損害賠償額の決定について
第６号 専決処分の報告について 　専決第３号　損害賠償額の決定について
第７号 専決処分の報告について 　先決第４号　損害賠償額の決定について
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　৽年度になり，議会事務ہも৽しいスλοϑ͕ՃΘり，
৽たなͪ࣋ؾで議会報告をฤ集いたし·したɻࠓ年最ॳ
の議会報告，֤委員会の報告，࣭問でද࣭問・一
般࣭問に11名͕ొஃし，議͕ൃ׆になͬてい·すɻ
　４݄の౷一地方બڍで，議員׆ಈについて市民͔Β
৭ʑな意見͕出てい·した͕，宇土市議会の׆ಈにも関
৺͕高·るとͬࢥてい·すɻ
　議会׆ಈの情報公開，市民χーζのূݕにྗを入Ε，
開͔Εた議会となるΑうྗいたし·すɻ市民のΈな͞
Μにも，議会ௌもؚめ関৺を͓ͪ࣋いた͚ͩるΑう͓
願い申し্͛·すɻ

ฤ集委員
　委員長ʗ౻Ҫܚๆ　෭委員長ʗޱम一
　委　員ʗֽ㟒政࣏　委　　員ʗౢຊܓ人

編 集 後 記

市議会からのお知らせ
　市議会のϗーϜϖーδで，ຊ会議（定例
会・ྟ࣌会）の会議を公開してい·すɻ
ʦΞυϨεʧ
 　http://www.city.uto.kumamoto.jp/
　ຊ会議の会議（ࢠ），市情報公開
ίーφー（市所１֊ϩビー），市ཱਤ書ؗ
でӾཡでき·すɻ
　な͓，平成27年第１ճ定例会の会議，
平成27年第２ճ定例会Ҏ߱にӾཡ可ですɻ

˕ੜதܧʢϥΠϒ์ૹʣ
　議会開会த，ຊ会議（定例会・ྟ࣌会）
の༷を生த継で市所１֊ϩビー・
支所・ా支所に設置͞ΕているςϨビϞ
χλーで͝ཡになΕ·すɻ
ʦ͓͍߹ͤʧ
　 市議会事務0964 ہȂ22Ȃ1111
   線2611
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ɹٞࢢձͰࢢຽͷօ͞Μͷੜ׆ʹີண͠
͕ͨ৹ٞ͞Ε͍ͯ·͢ɻۙͳࢢΛ
ΔͨΊʹɼͥͻҰௌͯ͠Έ·ͤΜ͔ɻ
◇	議会傍聴席は市役所議会棟2階の議場内
にあります。傍聴席入り口で必要事項を
ご記入のうえ，席へお着きください。また，
委員会傍聴については議会事務局にて受
付をお願いします。

◇	本会議の傍聴席の定員は50人です。
◇	委員会傍聴については，委員会室の広さ・
内容等により人員を制限する場合があり
ますのでご了承ください。

◇	原則として，本会議，委員会は午前10時
開会ですが，議事の都合で変更する場合
があります。

◇	本会議傍聴の際は，傍聴席入口に掲示の
注意事項をお守りください。

ฏ��
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第２回定例会の日程は，市
議会ホームページをご覧に
なるか，議会事務局までお
問い合わせください。

委員会ࣨຊ会議場
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